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はじめに 
(1) 研究背景 
 自由貿易を前提とした国際分業は経済成長の源泉である．比較優位によりグローバルな国
際分業を達成することで，より効率的な資源配分を達成できる．そして，このグローバルな
国際分業は自由貿易に大きく依存している．1990 年代以降，世界の平均関税率は低下傾向
にあり，加えて輸送費用及び情報通信費が低下したことによって，より自由な貿易が実現さ
れてきた．そして，現在では関税以外の政策が貿易の阻害要因になっていることが注目され
ている．例えば，公的言語の違い，価値観の違い，二国間の物理的距離等，関税以外の要因
に注目が集まっている．その中でも，特に各国の政策に関する議論が進められている．例え
ば，輸出時に必要な書類の枚数や，税関で要する検査時間などである．これらの数値化でき
るものに関しては直感的にも理解しやすく，多くの分析においても貿易を阻害する要因とし
て取り入れられている考えでもある．しかし，貿易を阻害している要因は，本当にこれらの
数値化できるものだけであろうか．また，国境付近での手続きのみがその要因となるのであ
ろうか． 

 輸出開始前の段階でも貿易を阻害する要因は存在する．企業は製品を生産する段階で相手
国のルールに合わせて製品設計を行う必要があり，技術が模倣されないように特許や商標な
どの知的財産権を取得する必要もある．このように，国境付近ではなく，国内生産の段階で
貿易を阻害する要因は存在している．また，これらのルールが全ての国で共通化されていた
場合，輸出企業にとって貿易を促進する要因となるかは明らかにされていない．このように，
輸出開始前に既に貿易を阻害している要因は多く存在しており，これらの問題を解決するこ
とは貿易を促進させることになるのではないか．さらに，そこから通商政策において解決す
べき新たな課題が見えてくるのではないか． 
 
(2) 本研究の目的と主要論点 
 本論文の目的は，自由貿易の利益を阻害する非関税措置という国際社会の問題を解決す
るにあたっての技術的障壁及び知的財産権保護の水準について，国際経済学の理論的考え方
を踏まえて実証的に分析及び考察する本研究の成果が，今後の日本，さらには国際社会にお
ける自由貿易の推進に関する政策的課題の解決の一助となることである． 

 本論文では，分析対象国として主に日本を取り上げ，日本対世界の貿易に対して非関税措
置がどの程度阻害要因となっているかを明らかにする．国際貿易や海外直接投資，そして，
オフショアアウトソーシングといった国境をまたいだグローバルな経済活動が活発に行われ
てきている背景には広義での貿易コストの低下という経済現象があげられる．自由貿易協定
に伴う関税率の低下や輸送技術の進歩などに伴う物流の効率化などが貿易コストの低下に大
きく寄与してきたことはこれまでの多くの研究からも明らかであり，自由貿易に対する国際
的な取り組みの結果，多くの国や地域に経済的恩恵がもたらされた．しかし，関税障壁が低
減してきた今日では非関税障壁削減の重要性が相対的に高まっている． 

 これまで世界貿易機構（World Trade Organisation: WTO）は非関税障壁削減を目指し貿易
の技術的障害（Technical Barrier to Trade: TBT）に関する協定，知的所有権の貿易関連の側面
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に関する協定（Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights: TRIPS）などを締結してき
た．これらは非関税障壁を削減し自由貿易促進に寄与してきたと考えられるが，非関税障壁
の定量的データが無いため，その影響を計量的に分析することは容易ではない．その中でも，
制度の国際的調和を図ることが更なる国際貿易の成長を促進させる取り組みの一つとして指
摘されている．これは，輸入国において国内独自の規格を強制していた場合，輸出国は調整
費用を支払う必要があるが，規格の共通化を進めておくことで輸出の追加的費用が削減され
るという考えである．さらに，知的財産権保護に関しては，相手国の保護水準が低い場合に
知的財産権保護戦略として追加的な費用を支払う必要が出てくるが，保護の水準が同程度で
ある場合は通常の知的財産権保護戦略を採用することで輸出が可能となるためである． 

 本研究は，先行研究の問題点を改善するため，各国における国内規格と国際規格の同等性，
知的財産権の保護，技術移転に関する国際ルールの整備といった観点から非関税措置の（広
義の）貿易に与える影響を定量的に分析する．特に，日本における非関税措置を中心とした
実証分析に取り組む． 

 国際貿易の決定要因及び企業の輸出行動開始の決定要因に関しては，国際経済学の分野に
おいて理論化されており，その中でも非関税措置は貿易の阻害要因として考えられている．
国際貿易を説明するモデルとして，貿易の重力モデルが存在し，貿易の促進要因と阻害要因
を分けて分析することが可能となっている．貿易の促進要因として貿易相手国の経済規模，
所得水準などがあり，阻害要因としては二国間の物理的距離，関税率などが存在する．この
貿易の促進要因として，制度の国際的調和が当てはまり，阻害要因としてはその逆が当ては
まる．また，これらの関係性をより明確に表す理論モデルとして Melitz (2003)の企業の異質
性モデルがある．輸出に関連した固定費用の増加がより生産性の低い企業の輸出開始を阻害
するという理論である．これらの理論を取り上げることで，制度の国際的不調和が貿易を阻
害することを理論的に導出する．つまり，国レベル又は企業レベルで貿易を考えた場合，輸
出先国の制度と自国の制度が異なることで輸出の固定費用が増加し，結果的に国際貿易を阻
害するという関係である．そして，日本の事例を取り上げ，国際貿易の決定要因を実証的に
分析することで，制度の国際的調和が貿易を促進することを明らかにする．さらに，これら
の議論は二国間及び多国間における貿易協定の中で議論を進めていくことが重要であり，こ
の視点から今後の日本における政策的課題を導出する． 

 これまで，非関税措置の議論においては間接的指標又は直接的指標において，最も詳細な
分類は国連貿易開発会議（United Nations Conference on Trade and Development: UNCTAD）が
提示する非関税措置分類であったが，本研究では UNCTAD 分類よりも詳細なデータを使用
することで，より現実に即した非関税措置を特定する．その中でも，輸出開始前に発生する
輸出特有の固定費用削減を中心に議論を進める．さらに，自国の制度と相手国の制度を比較
することによって，制度の調和を考慮した相対的指標を算出する．実証分析においては，ポ
アソン擬似最尤法（Poisson Pseud-Maximum Likelihood: PPML），操作変数法（Instrumental 

variable approach），差分の差分方程式（Difference-in-Difference: DID）などの手法を取り入
れることで制度の国際的調和が非関税措置削減を通じて貿易に与える影響を明らかにするこ
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とを試みる．さらに，分析結果を踏まえ，主に日本が直面する通商政策の課題を明らかにし
ようとするものである． 

 具体的な方法としては，まずTBT協定の議論に関して，日本と欧州連合（European Union: 

EU）における国内規格と国際規格の調和度を確認するためのデータを作成する．その上で，
日本と EUにおいては，輸入国における TBT協定の達成度が高まるほど貿易が促進されるこ
とを実証的に明らかにする．さらに，日本と EU 諸国の両地域で国内規格と国際規格の調和
が進むほど貿易が促進されることを明らかにする． 

 次に，TRIPS協定に関して，知的財産権保護の水準が二国間で調和されることが非関税措
置の削減になるという関係性を導出する．発展途上国の経済成長を考えた場合，先進国から
の技術移転は成長の大きな源泉となる．その技術移転の方法の 1つが国際貿易である．つま
り，先進国側から考える場合には輸出の固定費用の低下，途上国側から考える場合にはいか
に技術移転を促進できるかという議論となる．日本は相対的に知的財産権保護水準が高いと
仮定し，相手国の保護水準が高まる，つまり日本の水準に近づくほど，より高度な技術が含
まれた財の貿易が促進されることを実証的に明らかにする． 

 さらに，制度の国際的調和の成功例として，マドリッド協定議定書の政策評価を行う．近
年，海外進出時の知的財産権保護戦略は特許のみならず，商標登録によっても行われている．
また，既に述べたが，輸出企業にとってもこの知的財産権保護戦略は非常に重要である．つ
まり，知的財産権保護に要する費用削減は，間接的に輸出に関する固定費用の削減にも影響
する．マドリッド協定議定書では，加盟前には個別に行っていた国際商標申請を，加盟後に
は加盟国に対して同一ルールにて一斉申請することが可能となる． 

 すなわち，本論文では現在まで実証的に明らかにされてこなかった制度の国際的調和を，
TBT協定，TRIPS協定，そしてマドリッド協定議定書の観点から議論する．さらに，これら
の国際的な制度の調和が国際貿易に与える影響を，国際経済学の理論及び実証分析の手法を
採用した分析を行うことで明らかにし，多角的に日本の今後の課題について考察する． 
 
(3) 本論文の構成 
 本論文は，非関税措置としての制度の国際的不調和が国際貿易に与える負の影響につい
て実証的に明らかにすることを試み，その結果から政策的課題解決のためのインプリケーシ
ョンを導出しようとするものである． 

 第 1章では，非関税措置削減が貿易に与える影響を理論的に整理し，非関税措置を削減す
ることで経済活動が効率化するメカニズムについて説明する．また，日本の非関税措置の現
状を確認するために，既存の非関税措置に関する統計を概観し，これらの指標が日本への貿
易開始及び停止に与える影響を取り上げる．まず，日本の非関税措置においては TBT 協定
において問題視されている技術的障壁が最も大きな割合を占めており，貿易障壁となってい
る可能性を明らかにする．その結果として，日本への輸入に関して技術的障壁がより高い財
に関しては貿易開始確率が低下することを実証的に明らかにする．実証分析においては，プ
ーリング OLS（Pooled OLS）及び Cox比例ハザードモデル（Cox Proportional Hazard Model）
により，日本の非関税措置が輸入開始及び停止に与える影響を明らかにする．その結果から，



4 
 

日本の非関税措置は輸入開始の確率を低下させ，大きな固定費用を支払っているため輸入開
始後はより長期で取引が継続されることを明らかにする． 

 第 2章では，非関税措置と国際貿易に関して，先行研究に基づき非関税措置の計測方法及
び非関税措置が国際貿易をどのように阻害しているかについて整理する．そして，既存の指
標のみで非関税措置を計測することの限界を明らかにし，新たな計測方法の開発について述
べる．さらに，既存の理論では議論されてこなかった二国間における相対的な非関税措置の
考え方について説明する．具体的には，技術的障壁に関しては国内規格と国際規格の整合性
がないことで非関税措置となっている現状を数値化する．さらに，知的財産権保護の水準に
関しては，輸入国と輸出国の知的財産権保護の水準が異なる状況を非関税措置と考える指標
を作成する．また，これらの指標が国際貿易に与える影響を実証的に分析する手法に関して
も伏せて提示する． 

 第 3 章では，日本と EU を対象とした実証分析を行うことで，貿易の技術的障壁が国内規
格と国際規格の調和によって削減される可能性について明らかにする．まず，日本と EU に
おける技術的障壁の度合いを国内規格と国際規格の整合性に関するデータを使用することで
明らかにする．その結果として，両地域においては依然として TBT 協定が目指す技術的障
壁削減を完全には達成できておらず，技術的障壁が現存する現状を明らかにする．そして，
これらのデータと貿易データを使用した PPMLによる実証分析を行うことで，より国際規格
との整合性が高い国内規格が使用される傾向にある財に関しては貿易が活発であることを明
らかにする．さらに，この国内規格と国際規格の調和は両地域で同時に促進されるほど当該
地域間における貿易を促進させることを明らかにする． 

 第 4章では，日本を対象とした実証分析を行うことで，知的財産権保護の水準が各国間で
異なる事実が非関税措置となる可能性を明らかにする．なお本分析では，内生性の問題を解
決するために，知的財産権保護の水準を内生変数とした操作変数法により推計を行う．また，
操作変数として，各国の政治体制や国内規制に関する指標を使用する．日本を輸出国とした
操作変数法による実証分析の結果から，日本と輸出先国の知的財産権保護の水準が異なる事
実はより高度な技術を要する財にとって障壁となることを明らかにする． 

 第 5章では，企業の海外進出においても重要な知的財産権保護戦略の 1つとして，国際商
標申請に関する申請費用削減の議論を取り上げる．企業の海外進出時に知的財産権を保護す
ることは重要であるが，同時に費用もかかるため，国際商標申請に要する費用削減は企業の
輸出促進にも影響がある．マドリッド協定議定書に新規加盟した国を対象とした DID 分析
を行い，マドリッド協定議定書への加盟が新規加盟国の国際商標申請を促進させるかを明ら
かにする．実証分析の結果から，マドリッド協定議定書への加盟は国際商標申請の申請費用
を低下させ，新規加盟国の国際商標申請数を増加させることを明らかにする． 

 すなわち，本論文では主に日本における非関税措置と国際貿易の関係性に関する実証分析
を通して，非関税措置削減による国際貿易促進のために，日本や世界が直面する政策的課題
を明らかにしたい． 
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第 1章 国際貿易における貿易費用削減の意義 
第 1節 理論的背景 
(1) 貿易財 
国レベル，産業レベル，財レベルの実証分析において広く採用されている手法が貿易の重

力モデル（Gravity model of international trade）である．本項では，この貿易の重力モデルの
基本的な概念について説明する．まず，貿易の重力モデルはニュートンの万有引力の法則を，
2 国間の貿易取引の決定要因を分析するための理論として経済学的にモデル化させたもので
ある．2 つの物質が引き寄せ合う力を貿易量・額とし，これらは 2 国間の物理的距離と両国
の経済的規模によって決定されるとしている．2 国間の物理的距離が離れるほど貿易量・額
は減少し，この要素が貿易の阻害要因，つまり貿易費用として考えられている．そのため，
この点を利用し，非関税措置の変数をこの貿易費用に組み込むことで実証分析の仮説設定が
可能となる ． 

 貿易の重力モデルを理論的に証明した研究として，Anderson and VanWincoop (2003)や
Yotov et al. (2016)が挙げられる．彼らは，新貿易理論における代替の弾力性一定（Counstant 

Elasticity of Substitution: CES)）の仮定及び生産国ごとの財の差別化をモデルに取り入れ，貿
易の重力モデルを以下のように理論的に説明している． 
 

                                    𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑦𝑦𝑗𝑗
𝑦𝑦𝑤𝑤

� 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑗𝑗
𝑃𝑃𝑖𝑖𝑃𝑃𝑗𝑗

�
1−𝜎𝜎

                          (1) 

 
                                      𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖

𝜌𝜌                                       (2) 
 
ここで，i，j，w，x，y はそれぞれ輸出国，輸入国，世界，貿易額，経済規模（GDP）を意
味する．また，tは貿易費用を表し，(2)式によって構成される．(2)式において，i国と j国が
同一国であった場合𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖は 1となり，国が異なる場合は 1に関税率を足し上げた数値となる．
また，dは二国間の物理的距離を意味する．さらに，(1)式を対数化することで(3)式を得る． 
 

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑘𝑘 + 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑦𝑦𝑖𝑖 + 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑦𝑦𝑖𝑖 + (1 − 𝜎𝜎)𝜌𝜌𝑙𝑙𝑙𝑙𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖 + (1 − 𝜎𝜎)𝑙𝑙𝑙𝑙𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖 − (1 − 𝜎𝜎)𝑙𝑙𝑙𝑙𝑃𝑃𝑖𝑖 − (1 − 𝜎𝜎)𝑙𝑙𝑙𝑙𝑃𝑃𝑖𝑖      (3) 
 
ここで kは定数項であり，(3)式に含まれない観察不可能な変数は固定効果によってコントロ
ールされることになる．そして，貿易費用は二国間の物理的距離と関税率であるが，本研究
では非関税措置を貿易費用として含めることで，非関税措置が二国間の貿易に与える影響を
実証的に明らかにする．同時に，この貿易の重力モデルはあくまでも国，産業，財を対象と
しており，貿易の当事者である「企業」の要素を取り入れることが困難であった．そのため，
企業の輸出行動を説明するためのモデルが必要となり，新々貿易理論において理論化される
こととなった． 
 
(2) 企業 
 国際貿易理論は，時代背景によってその主な対象を変化させてきた．国を対象とした伝統
的貿易理論，産業を対象とした新貿易理論，そして企業を対象とした新々貿易理論が最新の 
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      出所：Melitz (2003)・Helpman et al. (2004)を参考に筆者作成． 

図 1  企業の輸出行動と貿易自由化 
 

分野となる（石瀬 2012）．ここからは，企業の輸出行動に関する分析を可能とした Melitz 

(2003)と Helpman et al. (2004)のモデルについて説明する．Melitz (2003)モデルは独占的競争モ
デルに輸出の可変費用と固定費用の概念を導入することで，この固定費用を支払えるだけの
生産性（効率性）を有している企業のみが輸出市場へ参入できることを理論的に明らかにし
ている．ここでの可変費用は関税や輸送費用などであり，固定費用は市場調査，販売経路の
確保，製品の技術的調整，知的財産権の保護などが当てはまる．この可変費用・固定費用に
非関税措置の要素を取り入れることで実証分析における仮説設定が可能となる． 

 図 1は Melitzモデルにおける企業の生産性と輸出行動の関係を表している．縦軸が企業数，
横軸は生産性の水準であり，累積分布関数が描かれている．国内生産と輸出を開始するため
にはそれぞれ最低限必要な生産性の水準（閾値）が決まっており，輸出閾値以上の水準を有
する企業が輸出を開始することとなる．また，2 国間の貿易を自由化した場合，以下のよう
に影響を受ける．まず国内市場に関しては，輸入製品との競合により，自由化前よりも参入
閾値が高まり，結果として退出する企業が発生する．一方，貿易自由化により輸出閾値は低
下するため，輸出を行う企業は増加する．最終的に，より非効率な企業からより効率的な企
業へ生産要素が再配分されるため，産業全体の効率性は高まる．これが Melitz (2003)モデル
が導出した自由貿易の利益である． 

 次に，この自由貿易の利益を別の図によって説明しているのが Helpman et al. (2004)である．
彼らは，企業の利潤曲線を使用することで，参入閾値と輸出閾値の決定プロセスを図解して
いる．図 2及び図 3は，図 1に Helpman et al. (2004)が説明する利潤曲線を組み込んだもので
ある．どちらの図も貿易自由化前後の企業の利潤曲線が描かれており，生産性が低い場合は
それぞれ固定費用分の赤字が発生することとなる．そして，正の利潤が得られるだけの効率
性を有している企業は国内生産，又は輸出を開始する．ここで重要な点は，可変費用・固定
費用が削減されることで産業全体の効率性が高まる点である．可変費用の削減は利潤曲線の 
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        出所：Melitz (2003)・Helpman et al. (2004)を参考に筆者作成． 

図 2 貿易自由化の利益（可変費用） 
 
 
 

 
        出所：Melitz (2003)・Helpman et al. (2004)を参考に筆者作成． 

図 3 貿易自由化の利益（固定費用） 
 
 
傾きの変化で表され，固定費用の削減は利潤曲線のシフトによって表される．非関税措置は
可変費用・固定費用のどちらにも影響するが，多くの研究では関税削減を通じたこの可変費
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用削減を自由貿易化と考え分析を進めているのが現状である．つまり，貿易費用の低下は主
に可変費用によってのみ説明されており，非関税措置が含まれる輸出の固定費用に関しては
関税ほど議論が進んでいないのが現状である．この原因は，非関税措置を数値化することの
困難性にあるため，非関税措置の数値化手法の開発が急務となっている． 

 次節では，貿易費用削減の意義について説明を行う． 
 
第 2節 貿易費用削減の意義 
一般的に，経済学者は自由貿易体制を支持しており，国際貿易論が説明する自由貿易の利

益は，主に 3 点存在する．1 点目は，自由貿易を前提とした伝統的貿易論が説明する生産者
と消費者の利益である．各国の比較優位に基づき効率的な資源配分を行うことにより得られ
る生産者側の利益と，貿易開始によって新たな財が消費可能となる消費者の利益が存在する．
2 点目は，新貿易理論が説明する貿易の利益である．独占的競争モデルと貿易の可変費用の
存在を仮定し，貿易を行うことにより規模の経済性による生産の効率化（生産者の利益）及
びより多種多様な製品が消費可能となる（消費者の利益）といった利益を受けられることを
説明している（石瀬 2012）．3点目は，新々貿易理論が説明する貿易自由化の利益である．
貿易開始及び貿易額の決定要因として，Melitz (2003)モデルにおいても提示されているよう
に，輸出の固定費用及び可変費用が存在する．輸出に関する固定費用は製品の技術的適合や
現地での流通経路の確保など，可変費用に関しては関税及び非関税障壁(必要な書類の枚数，
適合証明書等)などである．この輸出に関する固定費用を支払える水準の生産性を有する企
業が輸出市場へ参入することが示されており，輸出の固定費用の低下は輸出市場に参入する
企業の生産性の閾値を低下させることにつながる．つまり，より多くの企業が輸出市場へ参
入することとなる．また，関税や非関税措置に代表される貿易の可変費用の低下に関しても
同様であり，企業の輸出市場への参入確率及び貿易額の増加を促進させることが予想される．
全ての国が貿易自由化を行った場合，新たな輸出企業の参入と，輸入品との競合により国内
市場から撤退する企業が発生し，より生産性の低い企業から生産性の高い企業へ資源が再配
分される．結果として，産業全体の効率性は上昇し，これが経済成長の源泉となることが示
されている． 

次に，輸出の学習効果に関して，企業の生産性上昇及び雇用増加に関する実証分析につい
て説明する．輸出を行うことで，個々の企業の生産性改善や雇用増加に繋がる可能性が指摘
されている（Girma et al. 2004，De Loecker 2007，Hahn and Park 2009）．その中でも，伊藤
（2011）では，日本の企業レベルデータを使用することで輸出開始が企業の売り上げ，雇用，
生産性，研究開発費に与える影響について，そのメカニズムを実証的に明らかにしている．
分析結果から，輸出先地域に依存するが，総じて輸出を開始することで売上，雇用，研究開
発費が増加することを明らかにしている．また，北米や欧州への輸出を開始した企業に関し
て，潜在的に高い技術吸収能力を有しており，この高い技術吸収能力が輸出の学習効果の源
泉として重要であることが指摘されている．さらに，他の先行研究においても，輸出を開始
することで技術革新，新製品の導入などが行われるため，これらが輸出の学習効果のメカニ
ズムされている（Damijan et al. 2010，Hahn 2010）． 
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このように，貿易自由化からの利益は歴史的にも，そして実証的にも支持されてきている
が，現実には保護貿易政策の導入が後を絶たない．ここで重要なことは，どのタイミングで
発生する貿易費用削減が最も重要視されているのか，という点である．そのため，次節にお
いて輸出開始前における非関税措置への対応がどの程度問題視されているかについて，先行
研究の結果を踏まえながら議論する． 
 
第 3節 発生段階別の貿易費用 
 輸出企業にとって，輸出に関する費用が発生するのは国境付近のみではない．むしろ，
実際に輸出を行う前の段階で多くの費用が発生している．図 4は，発生段階別の貿易費用を
まとめたものである．まず，歴史的に重要視され続け，多くの先行研究の分析対象とされて
きたのが国境を越える段階で発生する費用である．この段階では，直接的費用，間接的費用，
そしてその他の費用が発生している．まず，直接的な費用には関税や手続きに要する書類の
枚数等が含まれている．これらの指標は数値化されているため分析にも含めやすく，様々な
先行研究において貿易に対する負の影響が確認されている．しかし，近年では関税率が著し
く低下しているため，その他の要因が注目され続けている．次に間接的費用であるが，税関
における審査の遅延や，審査期間中に商品や在庫を保管するための費用が存在する．最後に，
一般的な分析対象ではないが，輸入国又は輸出国における汚職などの状況により賄賂などの
追加的な費用が発生する可能性がある． 

 次に，国境を越えた後に発生するとされる貿易費用であるが，主に制度や規制に関する費
用によって構成されている．まず，制度に関する費用であるが，制度の内容などに関して透
明性がない場合や，厳しい経営環境に直面した場合などに発生する費用である．次に，外資 
 

 
                 資料：Moïsé and Le Bris (2013)，図 1を参考に筆者作成． 

図 4 発生段階別の貿易費用 
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への参入規制やライセンシングなどへの厳しい規制が存在する場合，貿易取引において追加
的な費用を支払う場合がある．最後に，本研究の主な分析対象となる非関税措置である．こ
の非関税措置には輸入国における製品規格（強制規格）の遵守，輸入数量割当，知的財産権
保護の水準が異なる場合などが含まれる．これらの問題は，輸出企業にとっては「輸出開始
前」に多くの対応が必要となる．つまり，Melitz (2003)モデルにおける輸出の固定費用に該
当し，削減されることで産業全体及び輸出企業の効率性を高めることになる． 

 次に，輸出開始前に必要となる費用についてであるが，非関税措置に依存しない項目とし
ては金融問題と国内インフラの問題が存在する．輸出企業は財を輸出することでも収入を得
るが，国内販売と比較すると販売から収入を得るための期間は相対的に長くなる．そのため
追加的な資金が必要になる場合がある．また，為替の変動から追加的な費用の支払いを迫ら
れたり，国内インフラの未整備によって追加的な費用が発生したりする可能性がある．そし
て，非関税措置に対応するために発生する費用として，知的財産権の保護や相手国の製品規
格への対応などが存在する． 

 それでは，これらの貿易開始前に対応を迫られる非関税措置は，現実には各国においてど
のように考えられているのか．この問いに答えるために，次節では先行研究のアンケートを
概観することで，非関税措置削減の重要性を確認する． 
 
第 4節 輸出開始前における貿易費用削減の意味 
(1)  アンケートベースの分析 
非関税措置に直面している国，産業，企業は数多く存在し，国際的協調が必要不可欠とな

っている．Kee, Nicita and Olarreaga (2009)は，2000年から 2004年の期間において，既に非関
税措置は関税換算にして約 87%であり，関税障壁よりも非関税措置の方が障壁となっている
ことを示している．また，Disdier et al. (2008)では，オーストラリアやメキシコといった国々
では輸出している財の約 90％は何かしらの非関税措置に直面していることも明らかにされ
ている． Nicita and Gourdon (2012)においても同様の推計が行われており，輸出開始前に問題
となる指標の中心は検疫措置（Sanitary and Phytosanitary measures: SPS）と TBT であること
が示されている．具体的には，世界貿易の約 30%は TBT に直面しており，約 15%は SPS に
対応していることが明らかにされている．さらに，農産品貿易においては約 60%が SPSに直
面していることも明らかとなっている．次に，他の貿易費用と比較して，非関税措置削減が
どの程度重要視されているかを確認する． 

 図 5は経済協力開発機構（Organization for Economic, Cooperation and Development: OECD)と
WTO が行ったアンケート結果である．まず，最も重要視されている項目は輸送インフラで
あり，貿易費用の中でも輸送費用に関する部分であった．次に多かった項目は通関手続きで
あり，貿易費用の中でも国境を越える段階のものであった．そして，その通関手続きと同程
度に重要視されているのが，規格を含んだ非関税措置の削減である．また，関税削減を最重
要視している国は相対的に少なく，現在の国際貿易体制において相対的に非関税措置が重要
視されていることが確認できる．つまり，貿易費用削減の議論において，規格を含んだ非関
税措置の削減は喫緊の課題であり，政策的議論においても非常に重要であることが確認でき 
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     出所：The OECD and WTO (2015)図 2より抜粋． 

図 5 貿易相手国が重視する貿易費用削減項目 
 
る．次に，Melitz モデルが導出した企業の輸出開始，そして輸出の停止に関して，非関税措
置削減の意義を確認する． 
 
(2)  輸出開始・停止への影響 
国際市場において，多くの輸出企業は参入と退出を繰り返している．伝統的な国際貿易理

論では，国際貿易は継続して行われることが暗に仮定されてきた．例えば，比較優位理論で
は自由貿易を前提とした場合，国際間での生産技術又は要素賦存量の違いによって各国の貿
易パターンが決定され，それぞれの国が比較優位を有する産業又は財を生産し輸出すること
で貿易開始前よりも世界全体の厚生が改善されることが示されてきた．しかし，「新々貿易
理論」によって，生産性が高く，輸出の固定費用を支払うことが可能な企業が輸出を継続的
に行うことが示されたことをきっかけに，貿易を開始する企業，貿易を通じた取引を停止さ
せる企業の行動が注目され続けている．その中でも，先行研究から，多くの輸出企業（財）
は短期間で輸出市場から撤退してしまい，10 年以上継続的に輸出する企業（財）は稀であ
ることが明らかとなっている．言い換えれば，伝統的な国際貿易理論の中で扱われてこなか
った貿易の継続期間に関しても，多くの検証が必要になってきていることが示唆されている
（Besedeš and Prusa 2006a， Besedeš and Prusa 2006b， Besedeš and Prusa 2008， Lin 2015）． 

 貿易開始及び貿易額の決定要因として，Melitz (2003)モデルにおいても提示されているよ
うに，輸出の固定費用及び可変費用が存在する．既に説明済みではあるが，輸出に関する固
定費用は製品の技術的適合や現地での流通経路の確保など，可変費用に関しては関税及び非
関税障壁（必要な書類の枚数，適合証明書等）などである．この輸出に関する固定費用を支
払える水準の生産性を有する企業が輸出市場へ参入することが示されており，輸出の固定費
用の低下は輸出市場に参入する企業の生産性の閾値を低下させ，より多くの企業が輸出市場
へ参入することとなる．また，関税や非関税障壁に代表される貿易の可変費用の低下に関し
ても同様であり，企業の輸出市場への参入確率及び貿易額の増加を促進させることが予想さ
れる．このように，輸出市場へ参入する企業が存在する一方で，中小企業に関しては参入後
1，2 年で輸出市場から撤退する，つまり輸出を行わなくなってしまうことも指摘されてい
る．しかし，貿易を継続して行う期間に関する実証的分析は多く行われてきているとは言い



12 
 

難い状況である．例えば，莫大な輸出固定費用を支払った輸出企業は規模の経済が存在する
限り長期で取引を継続する可能性があるが，その点については明らかにされていない（足
立・楠本（2017））．さらに，貿易財を対象とした多くの分析では，財の代替性一定
（Constant Elasticity of Substitution: CES）という仮定を設けており，実際に取引されている財
の代替の弾力性は均一ではないため，この点に関しては Rauch (1999)によって財の差別化の
必要性が指摘されている．そして，Ijiri et al. (2012)は Rauch(1999)の分類は産業レベルであり，
財レベルの分析には適していないという問題点を指摘し，この問題を解決するために新たな
差別化の分類を開発し，財の差別化の影響を重力モデルにより明らかにしている．  

 以上の背景から，次節では以下の 2つの仮説を検証する． 
 
仮説 1：輸出の固定費用としての非関税措置が存在した場合，貿易開始確率は低下する． 

仮説 2：輸出の固定費用としての非関税措置が存在した場合，この追加的な固定費用を支払 

     い輸出開始した企業の貿易継続確率は高まる（撤退確率は低下する）． 
 
第 5節 非関税措置削減と輸出開始・停止の関係 
(1) 日本の輸入データと非関税措置の特定 
① 日本の輸入データ 
本分析では， 2004年から 2016年における財務省貿易統計 HS9桁分類輸入データを使用す

る．今回は財の差別化を考慮した分析であり，日本の輸出データを使用した場合は日本の特
性しか考慮されないため，より多くの国からの財を含めたサンプルを採用するために輸入デ
ータを使用している．ここでは，日本のみならず世界的な貿易統計の問題として指摘されて
おり，生存分析にも大きな影響を与える可能性が高い，HS 分類の改定についての対応につ
いて説明を行う． 

 本分析では，取引の継続期間及び取引が無くなった時点を確認するために，相手国-財と
いうオリジナルな IDを作成し，2004年から 2016年において生存期間または取引停止という
イベントが発生したかを確認した．継続の定義は，相手国-財 ID の時系列の取引を確認し，
「t-1年に貿易取引があり，t年にも貿易取引がある」ことであり，停止の定義は，「t-1年に
貿易取引があるが，t 年には貿易取引が無い」こととする．ここで問題となってくるのが財
分類の改定である．HS9桁分類は日本独自の貿易分類であり，世界共通の分類はHS6桁分類
となっている．HS6桁分類は5年ごとに大きな改定があり，本分析期間中には2007年と2012

年に大幅な改定が行われた．そのため，今まで存在していなかった財が新規に登録されたり
（表 1 ケース 5），今まで登録されていた財が消失するケース（表 1 ケース 3）が出てきた
りすることとなる．主な問題は後者である．何故なら，財の ID が消失することにより，貿
易が継続されたか，又は停止したのかを確認できなくなるためである．さらに，これらの事
実を確認しない場合，財の ID が消失したことを貿易の停止と誤認識してしまう可能性があ
る．そのため，本分析では毎年行われている HS9 桁分類の改定を考慮することで，潜在的
な分析結果の偏りを取り除くことを試みた． 



13 
 

 表 1 は，イベントが発生する可能性を有した相手国-財ペアの集合であるリスクセットの
概念を表している．例えば，ケース1では2004年が観察開始年及び貿易開始年と認識され，
2012年にイベントが発生しているため，貿易継続期間は 8年となる．また，ケース 2は貿易
開始年が 2007 年となっているが，調査対象年内ではイベントが発生していないため，本分
析では最後まで生存していることとなる．また，通常，医学関連の分析では，人間の寿命な
どを対象とした分析が多いため，イベント（死亡）は 1度しかありえないが，貿易データの
場合は分析期間内にイベントが複数発生する可能性がある（ケース 4）．HS9 桁分類を使用
することで，HS6桁分類では把握できなかった参入・退出を把握できるため，本分析では，
先行研究と同様により詳細な分類を使用する（Besedeš and Prusa 2006a， Besedeš and Prusa 

2006b， Besedeš and Prusa 2008， Lin 2015）． 
 

表 1 リスクセットの概念 

 
注記：○は貿易有り，×は貿易無し（取引停止），△は改定による打ち切り（Censoring），□は改
定による新規 ID発生，下線はイベント発生を意味する． 
 
② 非関税措置の特定 
現在の先行研究の多くは，UNCTAD の定義が採用されている（UNCTAD and the World 

Bank (2018)）．本分類はAから Pまでのアルファベットによってグループ化されており，輸
入に関する非関税障壁は Aから O，輸出に関する非関税障壁は Pに分類される．このことか
ら，非関税障壁の議論は主に「輸入」に関する議論が多いことが確認できる．さらに，輸入
側の分類は A から C は製品自体の技術的側面に関する非関税障壁，D から O は技術的側面
以外の要素として分類されている．そして，このアルファベットの中にも階層があり，最大
3 桁の数字によって各項目が細分化されている．これらのデータは HS６桁分類で提供され
ているため，本分析に使用可能となっている．次に，どの項目に非関税障壁が集中している
か，データによる確認を行う． 

 本データベースは，109 ヶ国の貿易に関する法律を確認することで非関税障壁を特定して
おり，これらの国は全貿易額の 90%をカバーしているため世界全体の特徴を捉えていると言
っても過言ではない．最も非関税障壁の件数が多かったのは衛生植物検疫措置（SPS）
（19,556 件）であり，その後に貿易の技術的障害（TBT）（16,645 件）が続いている．この
2 分野だけで全体の 6 割以上を占めており，この分野における非関税障壁が高いことが確認
できる（図 6）．次に，今回使用する日本の非関税障壁データを概観する． 
 
 
 
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ケース1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × × × ×

ケース2 × × × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

ケース3 × × × 〇 〇 〇 〇 〇 △

ケース4 〇 〇 〇 × × 〇 〇 〇 × × × × ×

ケース5 □ 〇 〇 〇 〇 × × ×
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表 2 非関税障壁の分類 

 
資料：UNCTAD and the WTO (2018)を参考に筆者作成． 
 
 
 

 
                              資料：UNCTAD and the WTO (2018)より引用． 

図 6 世界の非関税障壁の現状（2018年時点）

A 衛生植物検疫措置（Sanitary and PhytoSanitary measures: SPS）
B 貿易に関する技術的障害（Technical Barriers to Trade）
C 船積み前検査（Pre-Shipment Inspection: PSI）とその他の手続き

D 貿易救済措置

E 数量制限措置

F 価格統制措置

G 金融措置

H 競争に関わる措置

I 貿易に関する投資措置

J 流通制限

K 販売後サービスの制限

L 補助金

M 政府調達

N 知的財産

O 原産地規則

P 輸出に関する措置

技術的措置

輸入

その他の措置

輸出関連の措置
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表 3 日本における項目別非関税措置数 

 
資料：TRAINSデータベースの数値を参考に筆者作成． 

注記：ここでの非関税措置数は措置数に対象国数を乗じたものである．

2000年 2001年 2002年 2003年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 合計

A 衛生植物検疫措置 0 0 0 2 0 0 88 8 253 0 2 1 21 23,958 26,505 50,838

B 貿易に関する技術的障害 683 43 24 58,282 2 75 13 9 2 509 815 13 101 8,596 17,473 86,640

C 船積み前検査とその他の手続き 0 0 0 256 0 2 0 0 8 0 0 14 0 1,026 293 1,599

D 貿易救済措置 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4

E 数量制限措置 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,588 22,639

F 価格統制措置 0 0 0 0 2 0 34 0 0 2 13 0 0 1,863 180 2,094

G 金融措置 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 74

H 競争に関わる措置 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 38 46

P 輸出に関する措置 3 0 0 3 56 0 16,104 0 2 1,993 13 2 13 1,727 705,239 725,155

合計 686 43 24 58,594 60 77 16,239 17 265 2,504 843 34 135 37,178 772,390 889,089

非関税措置のタイプ
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 表 3は，日本の非関税措置数を年別にまとめたものである．2000年以降に発効された日本
の非関税障壁の特徴として，8 割以上が「輸出」に関する非関税障壁であることが確認でき
る．そのため，今後は日本からの輸出データを使用した分析も必要になると考える．また，
輸入に関しては全体の 3割程度であるが，その中でも TBTが 8割以上を占めている．これら
の特徴から，海外から日本の市場へ輸出を通じて参入する場合，非関税障壁の多くは製品の
技術的適合，つまり輸出の固定費用に該当することが確認できた．これらの事実を踏まえ，
本分析では非関税障壁の存在は輸出の固定費用を増加させるものとして仮定する． 

 次項では，以上のデータを使用し，本論文が設定した仮説を実証的に検証する． 
 
(2) 実証分析のモデル 
① Kaplan-Meier法 
 医学関連における生存分析において，最も採用されている分析のモデルの 1 つとして
Kaplan-Meier法がある（Cleves et al. 2010）．そして，企業の海外直接投資や貿易の継続期間
に関する生存分析に関してもKaplan-Meier法が多く使用されているため，本論文においても
Kaplan-Meier 法を採用し，財タイプと取引継続期間を確認する．本手法の主な対象は，各期
間における生存確率を，輸出市場という視点から確認することにある．この時，生存関数は， 
 

           𝑆𝑆(𝑡𝑡) = 𝑝𝑝(𝑇𝑇 ≥ 𝑡𝑡)                                        (1) 
 

として表すことができる．T はイベント（失敗）発生までの期間を表す確率変数であり，t

は既に生存し続けている期間を意味する．そして，Kaplan-Meier 法によるノンパラメトリッ
ク推計において，生存関数は， 
 
                                     �̂�𝑆(𝑡𝑡) = ∏ �𝑛𝑛𝑗𝑗−𝑑𝑑𝑗𝑗

𝑛𝑛𝑗𝑗
�𝑡𝑡𝑗𝑗≤𝑡𝑡                                (2)  

 
として表記される．ここで𝑙𝑙𝑖𝑖は，𝑡𝑡𝑖𝑖時点で取引停止のリスクに直面している貿易相手国-財の
ペア数を意味し，𝑑𝑑𝑖𝑖は𝑡𝑡𝑖𝑖時点で取引が消失した貿易相手国-財のペア数を意味している．また，
生存確率とハザード確率は表裏一体の関係となっているため，今回の分析においては生存関
数に加えて，ハザード関数としての表記も可能となる． 
 
                                                                     ℎ�𝑡𝑡𝑖𝑖� = 𝑝𝑝(𝑇𝑇 = 𝑡𝑡𝑖𝑖|𝑇𝑇 ≥ 𝑡𝑡𝑖𝑖)                           (3) 
 
そして，ノンパラメトリック推計におけるハザード関数は， 
 
                                                                      ℎ��𝑡𝑡𝑖𝑖� = 𝑑𝑑𝑗𝑗

𝑛𝑛𝑗𝑗
                                                   (4) 

 
として表記できる．ここで，前述した生存関数とハザード関数に特殊な関係が以下のように
表記できる． 
 
                                                                      �̂�𝑆(𝑡𝑡) = ∏ �1 − ℎ��𝑡𝑡𝑖𝑖��𝑡𝑡𝑗𝑗≤𝑡𝑡                            (5) 
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  本分析で使用する OSD という変数は財タイプを表す変数であり，本変数が 1 であった場
合は O財，2であった場合は S財，3であった場合は D財を意味する．この時，財の代替性
を考慮すると，O 財，S 財，D 財の順に代替の弾力性が高いことから，O 財が最も他の財に
取って代わられる可能性が高くなる可能性がある．例えば，オレンジなどの同質財と考えら
れている財は，価格変化などによってある国から輸入されていたオレンジが取引されなくな
り，同質なより低価格のオレンジが輸入される可能性がある．一方，D 財はより差別化され
ているため，代替の弾力性は相対的に低いことが予想される．よって，価格変化などからの
影響は受けにくく，長期間取引が継続されると考えられる．また，非関税措置数も同様に貿
易の開始及び継続確率の影響を与えており，非関税措置が輸出開始に負の影響を与えている
ことが予測される． 
 
② Cox比例ハザードモデル 
 非関税措置がハザード確率にどの程度影響を与え，またその影響は統計的に有意であるか
を判断するために，Cox (1972)が提案した Cox 比例ハザードモデルを採用する．貿易の継続
期間の決定要因を実証的に分析した最初の研究である Besedeš and Prusa (2006)もこの手法を
採用しており，分析結果を比較する意味でも本手法を使用する． 
 
                   ℎ(𝑡𝑡|𝑥𝑥𝑖𝑖) = ℎ0(𝑡𝑡)𝑒𝑒𝛽𝛽𝑥𝑥𝑖𝑖                                 (6) 
 
ここで，𝑥𝑥𝑖𝑖は貿易相手国-財のペアごとの共変量を意味し，β は推計によって得られたパラメ
ーターを示している．ここで，ベースラインハザードであるℎ0(𝑡𝑡)はノンパラメトリックで
あり，𝑡𝑡のみに依存している．つまり，全ての共変量が 0 であった場合は，このベースライ
ンハザードが表示されることになる．今回の分析では，以下の推計式を採用することで非関
税措置とハザード確率の関係性を確認する． 
 
                                                  ℎ(𝑡𝑡|𝑋𝑋，𝑍𝑍，𝐹𝐹) = ℎ0(𝑡𝑡)exp (𝛽𝛽 × 𝑋𝑋𝑘𝑘 + 𝑏𝑏 × 𝑍𝑍𝑠𝑠 + 𝛾𝛾 × 𝐹𝐹)         (7) 
 
ここで，X，Z，F，k，s はそれぞれ財の特性，生産段階（用途）別の特性，そして固定効果，
財，生産段階を意味している．本分析では，財の特性として差別化の度合い及び非関税措置
の有無（ダミー変数），生産段階として国連が公表している BEC分類を採用する 1．また，
固定効果として年，相手国，産業固定効果を含んでいる． 
 
③プーリング OLS 
 非関税措置が貿易開始確率に与える影響については，プーリング OLS を採用した実証分
析により明らかにする．具体的には，以下の推計式を OLSによって推計する． 

                                                      
1 非関税障壁の数は非関税障壁の大きさを直接的に示していない．例えば，ある分野では非関税
障壁が 5 つ存在し，別の分野では非関税障壁が 1 つのみ存在していた場合でも，現実的には後
者の方が非関税障壁の度合いが高い可能性がある．本分析はこの点を考慮できていないため，
解釈には注意が必要である． 
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𝐸𝐸𝑙𝑙𝑡𝑡𝐸𝐸𝑦𝑦𝑖𝑖𝑘𝑘𝑡𝑡 = α0 + α1𝑁𝑁𝑇𝑇𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑘𝑘𝑡𝑡 + α2𝑂𝑂𝑆𝑆𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖𝑘𝑘𝑡𝑡 + 𝛾𝛾 × 𝐹𝐹 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑘𝑘𝑡𝑡        (8) 

 
ここで，i，j，t，NTM，OSDはそれぞれ輸出国，輸入国，年，非関税措置の有無，財のタイ
プを意味する．Entryは前年まで取引が無く，今年貿易が開始された場合は 1，貿易が行われ
ていない場合は 0 となる．(8)式を OLS によって推計することで，非関税措置が貿易の開始
確率に与える負の影響を明らかにする． 
 
(3) 分析結果 
本項では非関税措置と貿易開始及び貿易の継続期間の関係性についての分析結果を概観す

る．まず，非関税措置と貿易開始の関係に関する分析結果を確認し，その後貿易の継続期間
について行った実証分析の結果を確認する． 

 表 4は，非関税措置と貿易開始の関係に関して，日本の輸入を対象とした分析結果をまと
めたものである．まず，全産業を対象とした分析では，対世界及びOECD加盟国を輸出国と
した場合，非関税措置の係数は統計的に有意であり，負の符号となっている．つまり，非関
税措置が貿易開始の阻害要因であること可能性が示唆された．一方，東南アジア諸国連合
Association of Southeast Asian Nations: ASEAN）加盟国及び中国，韓国を輸出国とした分析で
は，当該係数は統計的に有意かつ正の符号であった．理由として，日本市場へのアクセスの
良さや，日本市場への近接性が考えられる．つまり，高い輸出の固定費用を支払ってでも日
本の市場へ輸出するインセンティブが存在するということである．また，製造業に限定した
分析結果においても同様の結果が得られた．つまり，特定の地域または相手国にとっては，
非関税措置は貿易開始の阻害要因になっていないが，世界全体から日本の市場へ輸出を行う
場合に関しては，平均的に非関税措置が阻害要因となっている可能性が明らかとなった．次
に，非関税措置と貿易取引継続期間に関する分析結果を確認する． 
 

表 4  非関税措置と貿易開始の関係に関する分析結果 

 
注記：括弧内はロバスト標準誤差を意味する．**，*，+はそれぞれ 1%，5%，10％の有意水準
であることを意味する． 
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表 5 全てのサンプルを使用した分析結果 

 
注記：括弧内はロバスト seEformを意味する．**，*，+はそれぞれ 1%，5%，10％の有意水準で
あることを意味する． 
 
表 5は，全てのサンプルを含めて行った分析結果をまとめたものである．係数が 1の場合

は撤退確率には影響が無く，係数が 1 から 0.01減少することで撤退確率が 1%低下すること
を意味する．また，係数が 1 から 0.01 上昇した場合は撤退確率が 1%上昇することとなる．
推計結果から，財タイプがハザード確率に与える明確な影響は確認できなかった．逆に，非
関税措置に関しては撤退確率を低下させることが明らかとなっている．しかし，これらの結
果は地域性や生産段階などの特徴を反映させていないため，追加的な分析が必要となる．そ
こで，より詳細な議論を行うため，まずは財を生産段階別に分類することで資本財，最終消
費財，そして中間財ごとの分析を行う． 

 表 6は資本財，最終消費財，そして中間財の結果をまとめたものである．まず，この関係
の大部分は S財とD財の違いから説明されるが，全サンプルを対象とした分析においては，
資本財は本分析の仮説とは整合的ではなく，D 財，S 財，O 財の順にハザード確率が高まる
ことが示された．一方，最終消費財の結果に関しては財タイプとハザード確率の関係性は仮
説と整合的であり，差別化の度合いが高まる（OSD 変数が１増加する）ことでハザード確
率が約 5％低下することが明らかとなっている．中間財に関しては，統計的に有意な結果は
得られなかった．また，非関税措置に関しては相対的に輸出の固定費用が大きいと考えられ
る資本財及び最終消費財においては仮説と整合的な結果を得られたが，中間財に関しては明
確な結果を得られなかった．次に，地域性を考慮するために，アジア地域及びOECD加盟国
を対象とした分析を行う． 

表 7は，アジア地域からの輸入データを使用した分析結果を生産段階ごとにまとめたもの
である．財の差別化に関して，アジア諸国を対象とした実証分析からは，財タイプとハザー
ド確率との関係は最終消費財及び中間財では統計的に有意であり仮説と整合的であることが
示された．すべての固定効果を含んだ分析から，例えば最終消費財では，S 財と比較して，
D 財であることでイベント発生の確率が約 6.8%低下することが明らかとなった．この結果
は製品の代替性の性質を表しており，仮説をサポートしている．全サンプルの結果と比較す
ると，アジア市場においては財タイプとハザード確率の関係がより密接であることが確認で 
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表 6 BEC分類別の分析結果 
 

 
注記：括弧内はロバスト seEformを意味する．**，*，+はそれぞれ 1%，5%，10％の有意水準であることを意味する． 
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きた．また，非関税措置に関する分析結果に関しては，表 6の結果と同様の結果であった．
次に，OECD諸国のデータを使用した分析結果を確認する． 

先進諸国としてのOECD諸国を対象とした分析であるが，全サンプルの分析と同様の結果
となった．これは単純に，取引数に関して，日本の貿易に占めるOECD加盟国のシェアが高
いことから影響を受けている可能性が高いことを示唆している．これらの結果から，製品差
別化の議論を行う際は 2層CES関数のような国又は地域性によって代替の弾力性が異なる可
能性を考慮する必要があることが示唆された．また非関税措置は総じて輸出開始に負の影響
を与え，貿易継続確率には正の影響を与えている可能性が明らかとなった． 

 以上の分析結果から，以下の 4 点が明らかとなった．1 点目に，非関税措置は輸出企業の
輸出開始確率に負の影響を与えている，つまり輸出の固定費用となっていることが明らかと
なった．2 点目に，1 点目の結果はアジア地域の国々には当てはまらない可能性が示唆され
た．3 点目に，差別化の度合いが低い（代替の弾力性が高い）財ほど取引停止確率が高くな
る可能性が示された．4 点目に，非関税措置に関しては，特に輸出の固定費用が大きいと予
測される資本財及び最終消費財においてハザード確率を低下させる効果があることが示され
た． 

 政策的含意としては，以下の２点が挙げられる．まず，現在の日本・中国・韓国または
日本とアメリカの貿易交渉に見られるように，農業や自動車産業といった大きな枠組みの議
論が進められているが，産業内でも財の差別化の度合いは異なるため，輸出企業支援の観点
から製品差別化の度合いを議論する必要があると考える．次に，アジア地域における貿易協
定では非関税措置が十分に議論されているとは言えない状況である．しかし，輸出の固 

定費用に関して，既に輸出を開始している企業は固定費用を賄えるだけの企業である可能性
が高い．その意味では，輸出を継続的に行うことを支援する政策より，輸出開始が困難な企
業に特有な障害や非関税障壁を取り除くことが必要であると考える． 
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表 7 対 ASEAN10，韓国，中国における BEC分類別の分析結果 

 
    注記：括弧内はロバスト seEformを意味する．**，*，+はそれぞれ 1%，5%，10％の有意水準であることを意味する． 

 
 

表 8 対 OECD加盟国における BEC分類別の分析結果 

 
     注記：括弧内はロバスト seEformを意味する．**，*，+はそれぞれ 1%，5%，10％の有意水準であることを意味する．
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第 6節 小括 
 本章では，伝統的貿易理論では取り扱われてこなかった輸出の固定費用と貿易の継続期間
の関係を，日本の輸入データを使用したプーリング OLS 及び Cox 比例ハザードモデルによ
って明らかにした．繰り返しとなるが，実証分析の結果から，以下の 4点が明らかとなった．
1 点目に，日本への輸出に関して，非関税措置が貿易開始確率を低下させていることが明ら
かとなった．2 点目に，この非関税措置と貿易開始の負の関係は，ASEAN 諸国，中国，韓
国との貿易取引には当てはまらないことが明らかとなった．これは，国際分業体制において
日本と密接な関係にある国にとっては，非関税措置の問題よりも市場の大きさや近接性の方
が貿易開始に大きく影響していることが理由であると考える．3 点目に，日本の非関税措置
の多くは製品の技術的適合に関するものであるという事実を考慮すると，輸出の固定費用を
相対的に多く支払っている財に関しては貿易取引の継続期間が長くなる，つまり撤退確率が
低下する可能性が示唆された．さらに，この事実は相対的に輸出の固定費用が高いことが予
測される資本財及び最終消費財において確認された．以上のことから，非関税措置は多くの
国にとって貿易開始確率を低下させる要因となっているが，輸出企業にとっては非関税措置
に十分対応できるだけの生産性及び相手国の市場規模を有するため，一度参入してしまうと
生産性の高い企業は長期に取引を継続できる可能性がある．そのため，輸出企業の支援とい
う観点から，生産性の低い企業（輸出閾値付近の生産性を有する企業）の参入に障害となっ
ている非関税障壁の特定が重要になると考える． 

最後に，本論文で解決すべき課題として，相対的指標の導入が挙げられる．ここまで，既
存の非関税措置データを使用することで非関税措置削減の意義を確認したが，相対的指標の
概念は含まれていない．また，現在まで UNCTAD の非関税措置データよりも詳細なデータ
は存在しておらず，本データに含まれていない項目に関しては分析が進んでいない状況であ
る．つまり，政策的議論を行う際に，具体的にどのように非関税措置削減を目指すか，とい
った議論が進めにくい状況である．そのため，本研究では規格及び知的財産権保護の水準を
中心とした新たな相対的指標を導入することで，非関税措置削減のために証拠に基づく政策
立案（Evidence Based Policy Making: EBPM）の議論に貢献することを試みる． 

 第 2章では，上記の目的を達成するために必要な非関税措置の数値化及び実証分析の手法
について説明を行う． 
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第 2章 非関税措置と国際貿易 
 世界の平均関税率は過去 20年間で着実に低下し，2018年現在では約 2.5%まで下落してい
る 2 ．その一方で，関税障壁（Tariff Barrier）以外の貿易障壁（Trade Barrier）である非関税
障壁（Non-Tariff Barriers）が増加しており，その中でも非関税措置（Non-Tariff Measures）
の増加が懸念されている．非関税措置とは，貿易量・額またはその両方に経済的効果を与え
る潜在的な可能性がある，関税以外の政策的措置である（UNCTAD and the WTO 2018）．こ
の非関税措置が，近年の貿易障壁増加の主な要因となっている（Kinzius et al. 2018）． 

また，イギリスの EU 離脱，アメリカと中国の貿易戦争，そして危機下における保護貿易
主義への加速など，世界では保護主義の動きが再度広まりつつある（Tella and Rodrik 2019）．
一般的に，経済学においては自由貿易の利益が主張され続けているが，近年では理論的分析
に加え，実証的にもその効果を明らかにした上で政策決定を行う必要があるとされている．
その 1つの考え方が「EBPM」である．EBPMとは“政策の企画をその場限りのエピソードに
頼るのではなく，政策目的を明確化したうえで合理的根拠（エビデンス）に基づくものとす
ること”（内閣府ウェブサイト）3とされている．そのため，正確な実証分析手法の採用及び
適切な統計の使用が必要不可欠となる． 

本章の目的は，非関税措置に関するEBPMにとって重要となる実証分析の手法について概
観し，より正確な政策評価のためには適した計量経済学的分析手法及び適切な統計が採用さ
れる必要があることを再確認することである．次節では世界の多角的通商体制における非関
税措置の意義と分類に関して説明を行う．  
 
第 1節 WTO体制における非関税措置 
(1) WTOと非関税措置 
 現在まで，自由貿易を推進するための自由貿易体制の中心的役割を担ってきたのが WTO

である．WTO は第二次世界大戦後に制定された関税及び貿易に関する一般協定（General 

Agreement on Tariffs and Trade: GATT）の後身であり，1995年に設立された国際機関である．
WTO 協定の基本理念は貿易障壁の削減と無差別原則であり，最 恵 国 待 遇 原 則（Most 

Favored Nation Treatment: MFN）と内国民待遇原則（National Treatment）を基本としている． 

まず，最恵国待遇原則は，“他の締結国の産品を相互に等しく扱うべきことを意味する”

（小寺 2000; p13）．次に，内国民待遇原則であるが，“国内産品と外国産品を等しく扱うべ
きことを意味する” （小寺 2000; p13）．この 2つが無差別原則の中心であった． 

次に，貿易障壁の削減であるが，GATT 設立当初は第二次世界大戦後の世界経済成長を自
由貿易によって促進させるために工業品の「関税削減」を進めてきた．しかし，貿易取引が
複雑化するにつれて関税以外の要因が貿易障壁となり始め，さらに WTO の努力によって関

                                                      
2 世界銀行，World Development Indicators 2019の数値を参考． 
3 内閣府ウェブサイト（最終閲覧日：2020年 5月 15日 https://www.cao.go.jp/others/kichou/ebpm/ 

  ebpm.html）． 
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税率が低下してきたため，関税障壁以外の貿易の阻害要因である非関税障壁の削減に議論が
進むこととなった．この非関税障壁には物理的距離や文化的要因から，政策的措置が含まれ
る．本論文では，従来非関税障壁とされてきた物理的距離などの外性的変数ではなく，政策
的措置である非関税措置についての議論を進める． 
 
(2) 非関税措置の種類 
 非関税措置に関する分類は多くの先行研究によって提示されているが，現在国際的に最も
整備された分類としては UNCTAD の非関税措置分類が挙げられる．本統計は貿易財の分類
にも対応しており，国際的に統一された分類である Harmonised Commodity Description and 

Coding System (HS)の 6 桁分類によってまとめられている．つまり，実証分析においてはこ
の HS6桁分類を基準とすることで UNCTADの非関税措置データベースを採用可能となる．
また，本分類をさらに別の概念によって解釈する必要がある． 

 UNCTAD の非関税措置分類とは別に，第 1 章で説明したように，非関税措置が「国境
（Border）」で影響するのか，又は「国境後（Behind-the-Border）又は国境前（Getting-to-

the-Border）」で影響するのか，という概念が存在する．国境で効力が発生する非関税措置
とは，貿易を行う際に国境を越える段階で作用する措置であり，国境を超える段階で問題と
なるものである．一方，国境前後で影響する非関税措置とは，製品の技術的問題を解決する
ために事前に製品の規格を変更したり，製品の安全性に関して事前に認証を受ける必要があ
ったりなど，国境を超える前に調整が必要である項目を指している（Ederington and Ruta 

2016）． 

 さらに，経済学の考えを引用することで，可変費用・固定費用という枠組みにおいて非関
税措置を分類することも可能である．Melitz (2003)が提示した企業の輸出行動に関するモデ
ルにおいて，輸出企業は輸出の可変費用・固定費用に直面しており，この輸出の固定費用を
支払ってでも利潤を獲得できる「生産性（効率性）の高い」企業が輸出を行うとされている．
つまり，非関税措置の性質として，製品の技術的問題などの財の質に関する措置とその他の
措置，時間軸としての国境と国境以前，そして経済学的な概念として可変費用・固定費用と
いう分類が存在することになる．重要な点として，実証分析の目的に応じてこれらのうちど
の分類を採用するかを考慮する必要があることが挙げられる．次に，実証分析において非常
に重要となる非関税措置の程度を表す指標の計算方法に関して説明する． 
 
第 2節 非関税措置の計測方法に関する研究 
(1) 直接的指標 
 非関税措置の計測においては，直接的・間接的に計測する手法が存在する．直接的指標に
おいては，対象産業や対象とされる非関税措置の種類といったデータの利用可能性に大きく
影響を受けることになる．理由としては，直接的に観察可能なデータを利用する必要があり，
現実的にはこれらのデータの取得には制限が存在しているためである．例えば，国境を越え
る段階における非関税措置の直接的指標としては，税関への提出書類数，税関審査及び輸出
手続きに要する日数などが挙げられる．また，UNCTAD が提供する TRAINS データベース
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や，フランスの研究機関である CEPII が提供する MAcMAP などに記載されている政策デー
タなども直接的指標に含まれる．これらのデータベースにおいては，国別に規制数などがま
とめられており，無料で使用できるデータも多く存在する．これらの直接的指標は，主に貿
易の重力モデルを想定した実証分析に含まれることが多く，通常は物理的距離，共通言語，
国境線の有無など，貿易費用に含まれる他の変数と同時に推計式に含まれる． 

 直接的指標は実証分析において非常に重要である一方で，いくつかの問題点を含んでいる
（Moïsé and Le Bris 2013）．1 つ目の問題点は，直接的指標の不完全性と測定問題である．
Anderson and van Wincoop (2004)は，貿易費用として直接的指標を使用する意味はあまりに希
薄であり，直接的指標は分析に対して不適切であることを指摘している．全ての貿易費用を
観察し，数値化することは困難であり，実証分析に含めることは不可能であるため，次項で
説明する間接的指標の利用を推奨している．2 点目に，データの利用可能性に大きな問題が
ある．直接的指標の利用は特定の国，年，産業に限定されていることが多く，分析結果が偏
ってしまう危険性が指摘されている．3 点目に，これらの直接的指標を使用することで，総
合的な貿易費用を捉えようとする分析が存在するが，上記 2 点の問題からも，1 つの総合的
な指標を直接的指標から算出することは貿易費用や非関税措置を過小評価することにつなが
ってしまうことが理解できる．そのため，直接的指標を含んだ実証分析を行う場合は，計量
分析の手法に注意し，観測不可能な非関税措置の影響をコントロールする必要がある．次に，
間接的指標について説明を行う． 
 
(2) 間接的指標 
 直接的指標の算出が困難である場合や，不適切である場合，間接的指標が必要となる．
間接的な非関税障壁・措置を計測する方法として最初に確立されたのが貿易データを使用し
た数値化の手法である．最も初期の数値としては，Frequency Indexがある．これは，実際に
輸入されている製品数に占める非関税障壁・措置が存在する製品数の割合であり，0 から 1

（0%から 100%）の範囲の数値である．しかし，この指標では実際の「貿易額」が反映され
ていない．この問題を解決したのが第二の Frequency Indexである．指標は，全体の輸入額に
占める，非関税障壁が存在している財の輸入総額によって計算されている．こちらの指標も，
貿易が存在していないとその非関税障壁は「0」，つまり存在していないことになってしま
うため，この点を改良することが望まれる（UNCTAD 2018a）．また，回帰分析によって
「非関税障壁は関税換算ではどの程度の数値となるか」という問いに答える手法も存在する．
例えば，ある非関税措置は関税換算では 10%に相当する，といった数値を作成することが可
能となっている．この手法は Kee et al. (2009)や Kee and Nicita (2017)などによって開発され，
輸入需要関数を推計することで非関税障壁の数値化を実現させている．しかし，この数値化
も，非関税措置の数値が存在していることが前提となっているため，分析結果は非関税措置
を表す数値の定義に大きく依存することになる．最後の指標は最新の指標であり，貿易協定
の文書と機械学習の手法を使用して計算されたものである（UNCTAD 2017, 2018b）．非関
税障壁の測定に限った手法ではないが，Texts of Trade Agreements (ToTA)の手法により，各
国の貿易協定の特徴を締結前後で比較している．例えば，A国と B国による新たな貿易協定
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が締結されたとき，A 国・B 国が過去に他国などと締結した貿易協定と新たな貿易協定との
類似度を確認することで，どちらがより新たな貿易協定策定において主導権を握っていたか
を確認することができる．分析結果から，新たな貿易協定策定においてより主導権を握った
であろう国は，そうでない国と比較して 2倍貿易額を増加させていることが明らかとなって
いる．主導権を握ることができなかったであろう国も貿易額を増加させているため，絶対的
な貿易障壁は削減方向へ向かっていると考えられる．しかし，各国間での貿易障壁に関する
不平等度は増加している可能性があるため，追加的な分析及び検証が必要となる． 

 これらの間接的指標に関しても重要な問題を含んでいる．それは，政策立案者にとって，
間接的指標から得られる分析結果の解釈は非常に困難となる点である．間接的指標は多くの
要素を含んでおり，総合的な指標となっている．そのため，非関税障壁や非関税措置削減の
ためにどのような政策提言を行うべきかといった議論が困難となる．そして，総合的指標で
あるため，純粋な非関税措置の影響のみを含んでいるかの判別は困難であり，その他の要因
を含んでいた場合は非関税措置を過大評価してしまう可能性が高い．そのため，実証分析に
おいてはこれらの問題をコントロールする必要がある． 
 
(3) 相対的指標 
 最後に，これらの指標のみでは考慮できない相対的な非関税措置の概念について説明する．
一般的に，非関税措置の指標は輸入国または輸出国のみの特性を反映しており，両国の組み
合わせを考慮できていない．しかし，両国の組み合わせによって，今まで非関税措置と考え
られてきたものが，非関税措置として障壁となっていない場合がある． 

 図 1 は TBT を例に，相対的指標の考え方についてまとめたものである．まず，相対的指
標において非関税措置が障壁となるケースであるが，輸入国においてのみ製品の適合規格が
存在する場合と，輸出国及び輸入国において製品の適合規格が存在するがその内容が異なる
場合が想定される（図 1の①を参照）．このケースにおいては，直接的指標又は間接的指標
における非関税措置が存在することは貿易障壁となる．しかし，もし輸出国と輸入国の製品
適合規格が同等のものであった場合，実質的には貿易障壁は存在しないこととなる（図 1の
②を参照）．そのため，直接的指標又は間接的指標における非関税措置が存在したとしても，
貿易障壁とはならない可能性がある．先行研究ではこの相対的な規制の解釈に関して数値化
が進んでおらず，非関税措置を過大評価している可能性がある．そのため，本研究では，主
に先行研究が考慮していない「相対的指標」を非関税措置として使用し，適切な計量分析モ
デルを採用することで非関税措置が貿易に与える影響を実証的に明らかにすることを試みる． 

 次に，非関税措置と貿易の関係に関する実証分析の動向を概観し，本論文で採用すべきモ
デルについて考察する． 
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図 1 相対的指標の例 

 
第 3節 非関税措置と貿易の関係に関する実証研究 
(1) 実証分析 
① 貿易財 
伝統的に，貿易障壁と国際貿易の関係性については貿易財に関する統計を使用することで

実証的な分析が進められてきている．一般的には，貿易量・額，品目数などが貿易障壁によ
ってどのように影響を受けるかという点が注目され続けている．近年では，貿易財を擬似的
に企業として扱うことで，新規の貿易（貿易の外延（Extensive margins of trade））と既存の
貿易の変化（貿易の内延（Intensive margins of trade））を分析する研究も増加している
（Chaney 2008）．また，非関税措置と貿易開始確率及び撤退確率の関係性などに関しても
実証的な分析が進められている（羽田 2020）． 

 これらの研究で使用される統計の多くは国連コムトレードデータベース（UN Comtrade 

Database）であり，その中でも非関税措置データが基準としている HS6桁分類は世界全体で
統一されているため特に採用されている．HS 分類は世界税関機構（World Customs 

Organizations: WCO）が開発した輸入関税品目分類であり，1992 年から約 5 年に一度改訂が
行われている．世界共通である 6 桁分類は部（Section），類（Chapter），項（Heading），
号（Subheading）の 4階層から構成されている（熊倉 2011）．また，国ごとにより詳細な分
類を採用しており，例えばアメリカは Harmonized Tariff Schedule（HTS）10桁分類，ヨーロ
ッパは Combined Nomenclature（CN）8桁分類，中国と韓国は HS10桁分類を採用している．
日本は財務省貿易統計において HS9 桁分類が採用されており，より詳細な分析が可能とな
っている．また，財務省貿易統計においては輸送方法別，税関別などの貿易統計がそろって
いるため，目的に応じた実証分析が可能となっている． 

 貿易財の分析は広く行われてきているが，問題点は，貿易財の分析では本当の意味での企
業の輸出開始行動は確認できない点である．財務省貿易統計や国連コムトレードデータを使
用した分析では，あくまでも「擬似的」に企業の行動を分析しているため，企業統計を使用
したより正確な分析も進められている． 
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② 企業 
 貿易財の分析と同様に，企業の輸出行動の分析に関しても各国の企業・事業所統計（個票
統計）を使用した実証分析が進められている（Navaretti et al. 2018，小橋 2019）．貿易統計
からでは輸出企業が直面する非関税措置と輸出行動の関係性を正確に分析することは困難で
あるため，企業又は事業所統計を使用したより詳細な実証分析が行われている．実証分析の
手法に関しては後述するが，本項ではその実証分析に使用される政府統計について概観し，
実証分析における問題点を説明する． 

 日本における企業の輸出行動に関する実証分析においては主に 3つの政府統計が使用され
ている．1 つ目の統計は工業統計調査（Census of Manufacturer）である．工業統計調査は経
済産業省によって年 1回行われているアンケート調査であり，1909年から全国の事業所を対
象に継続的に調査が行われている．調査の根拠法令は統計法であり，4 人以上の事業所と 3

人以下の事業所に分けて調査が行われている．2019年においては 198,846事業所を対象に調
査を行っており，回収率も 95.2％と高いため，日本企業の輸出行動を実証的に分析するため
の統計としては適していると考えられる．本統計は事業所の名称，所在地，産業，従業者数，
各費用，製品の出荷額，出荷額に占める直接輸出の割合などの変数を含んでいるため，企業
の異質性をコントロールした上で輸出行動の決定要因などの実証分析を行うことが可能であ
る．しかし，工業統計調査に関しては「事業所」統計であるため，同一企業の中で複数の工
場を有しており，かつその工場が全て輸出を行っていた場合，輸出行動に関して過大評価を
してしまう可能性が存在する．その問題を解消するために使用されるのが 2つ目の統計であ
る． 

 企業活動基本調査（Basic Survey of Japanese Business Structure and Activities）は企業統計で
あり，多角化・組織化する企業の経済活動をより包括的に捉えるために経済産業省によって
行われている調査である．本調査は統計法を根拠法令として 1992 年から行われており，対
象の業種における事業所を有する従業者数 50人以上かつ資本金又は出資金額が 3,000万円以
上の会社全数を対象にしている．2019 年の調査では 37,528 社を対象に調査を行い，回収率
は 83.5％となっている．本統計は工業統計調査とは異なり企業統計であるため，工業統計調
査と類似した変数に加えて親会社・子会社・関連会社の状況なども含まれている．加えて，
外部委託や研究開発，そして地域別の貿易取引の状況なども含まれているため，事業統計と
比較するとより詳細な実証分析が可能となる．しかし，グループや関連会社が多い場合はす
べての要素が含まれてしまい，企業行動としては範囲が広すぎてしまうため，扱いに注意す
る必要がある． 

 3つ目の統計は海外事業活動基本調査（Survey of Overseas Business Activities）である．本
調査も統計法を根拠法令として経済産業省によって行われており，対象は毎年 3月末時点で
現地法人を海外に有する日本企業であり，金融業・保険業，そして不動産業は除かれている．
2019年の調査では11,872社が対象であり，回収率は73.4％であった．本企業統計の特徴は，
海外現地法人の情報を含んでいる点である．工業統計調査及び企業活動基本調査に関しては，
輸出行動に関する情報は含まれていたが，現地法人に関する情報は含んでいなかったため，
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「企業の国際化」や海外事業の規模などは把握することが困難であった．しかし，本統計と
接合することで，国内外の状況をコントロールした上で輸出企業の行動を実証的に分析する
ことが可能となっている． 

 これらの政府統計を使用し，非関税措置が企業の輸出行動に与える影響に関する実証分析
が進められている．例えば，非関税措置が輸出開始の確率や企業の輸出規模にどのような影
響を与えているかという問題や（小橋 2019），非関税措置が本当に産業内の企業数や当該
産業の効率性を決定する要因となっているのか（Navaretti et al. 2018），などといった分析が
行われている．しかし，これらの研究はいくつかの問題を含んでいる． 

 ここでの問題点は，輸出企業が直面する非関税措置の変数が測定誤差（Measurement error）
になっている可能性である．UNCTADが提供する非関税措置データは HS分類によって分類
されているため，工業統計調査，企業活動基本調査，そして海外事業活動基本調査などの製
品分類とは一致しておらず，企業が非関税措置に直面しているかを正確に把握できていない
可能性が高い．そのため，産業又は国レベルの変数として扱う必要があり，現状では企業レ
ベルの変数としては正確には使用できていないと考える．UNCTAD の非関税措置指標との
比較を行うという意味に加え，これらの問題を考慮し，本分析では主に貿易財を対象とした
分析を行う． 
 
(2) 統計的手法の問題 
 貿易政策・非関税措置が貿易及び輸出企業の行動に与える影響に関しては分析が進んでい
るが，政策評価に関してはいくつかの注意点が存在する．以下では，その問題点と対処法に
関して説明する． 
 
① 因果関係 
 政策評価や EBPMを行うためには，実証分析における因果関係（Causality）の特定が重要
となる．そこで，政策導入の効果を確認するために使用されるのが DID 分析である．本手
法は，ある政策の導入から影響を受けるグループと影響を受けないグループを対象とし，影
響を受ける変数について政策導入前後の変化を確認することで，純粋な政策導入の効果を確
認する手法である．ここで重要となるのが，政策導入以外の要素が 2つのグループで大きく
異なっていた場合，影響を受ける変数がグループの属性によって変化したのか，それとも政
策導入によって変化したかを判断できなくなってしまう．そこで，できる限り同じ属性のサ
ンプルを選択するために，傾向スコアマッチング （Propensity Score Matching: PSM）と合わ
せて DIDを行う必要がある． 
 
②  内生性の問題 
 政策評価のための実証的な分析において深刻な問題となる恐れがあるのが内生性
（Endogeneity）の問題である．一般的に，計量経済学において説明変数（ Independent 

variable）と誤差項（Error term）が相関している場合，内生性の問題があると定義している．
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この問題には，欠落変数（Omitted variable），測定誤差，同時性（Simultaneity），サンプル
セレクションバイアス（Sample selection bias）が存在する． 

 1 点目の欠落変数の問題とは，最小二乗法（Ordinary Least Squares: OLS）による推定を行
う場合に，欠落した変数が推定にとって重要な要素であり，かつ説明変数と相関していた場
合，誤差項と説明変数が相関してしまう．そのため，推定結果は偏ってしまい，間違った解
釈をしてしまう可能性がある（Wooldridge 2009）．現在ではこの問題を解消するために，固
定効果を含んだプーリング OLSが使用される傾向にある． 

 2 点目の測定誤差の問題であるが，ある要素を完全に説明できる変数が存在しない場合，
その変数は目的の要素といくらかの誤差を含んでしまうことになる．結果として推定におい
て説明変数と誤差項が相関してしまい，結果が偏ってしまうこととなる（Wooldridge 2009）． 

 3 点目に，同時性の問題が存在する．同時性の問題とは，被説明変数（Dependent variable）
と説明変数が，何かの経済メカニズムなどによって同時に決定されている状況である．この
場合，説明変数は被説明変数からも影響を受けてしまい，結果的に説明変数と誤差項に相関
が発生してしまう（Wooldridge 2009）． 

 4点目はサンプルセレクションバイアスである．もし分析の対象が「ランダム（Random）」
に選定されていない場合，内生性の問題が発生する可能性がある．例えば，データ入手の可
能性や，特定のサンプルを恣意的に選択してしまった場合にこの問題が発生するが，これは
クロスセクションデータ（Cross-section data）とパネルデータ（Panel data）においてよく確
認される問題である（Wooldridge 2009）．これら内生性の問題を解消するために，いくつか
の対応方法が提示されており，当該分野でも多くの先行研究において採用されている．以下
では，操作変数法とランダム化対照実験について説明する． 
 
③ 操作変数法 
 ある実証分析において，説明変数が内生変数であった場合，操作変数法によって問題を解
消する必要がある．操作変数とは，内生変数とは強く相関しているが，誤差項とは無相間で
あるような変数であり，この操作変数を推定に用いることで内生性の問題が解消することが
可能となる．通常は 2段階最小二乗法（2-Stage Least-Squares: 2SLS）を使用することで推定
を行う（Wooldridge 2009）．例えば，学歴が所得に与える影響などを分析する際，親の学歴
などを操作変数とすることで内生性の問題を解消している．しかし，財レベルの非関税措置
の操作変数を探すことは困難であり，今後の発展が望まれる分野となっている． 
 
④ ランダム化対照実験 
 ランダム化対照実験（Randomized Controlled Trial: RCT）は，元々は医薬品開発などの分
野で使用されている手法である．RCTは同じ属性のグループを無作為に 2つに分け，片方の
グループのみ何かの条件を変化させることで，その条件の変化が分析対象に与える効果を計
測する手法である．例えば，輸出開始を検討している同規模の企業群を 2グループに分け，
片方のみに輸出手続きの研修を受けさせることで，本介入が輸出開始確率に影響を与えるか
を分析することが可能となる（陸その他 2020）．本手法においては DID の手法も導入され
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ており，複合的な分析手法と言える．結果として，本手法により，内生性の問題を解消する
ことが可能となる（Kim et al. 2018）． 

 注意点として，全ての内生性の問題を同時に解決する手法は存在しないため，実証分析の
設定に応じて対処する必要がある．最後に，今後の実証分析の発展可能性について議論する． 
 
⑤ 実証分析における問題点 
 非関税措置と貿易の関係に関する実証分析において主な問題となるのが非関税措置のデー
タである．その中でも，本項では特に測定誤差の問題について議論する． 

 まず，UNCTAD の非関税措置データであるが，対象となる財は HS6 桁分類で特定はされ
ているものの，どの財が該当するかという判断はあくまでも人為的である．そのため，測定
誤差の問題が生じている可能性がある．この問題を解決するためには，該当する法令によっ
て直接的に影響を受けた財を特定し，当該財を HS6 桁分類によって表記するという二段階
の方法が必要となると考える．本研究においては，これらの問題を解決するために，相対的
指標を採用し，UNCTAD の非関税措置データが捉えきれていない非関税措置を表す変数を
開発する． 

 次に，非関税措置の「度合い」に関してである．現在のデータでは非関税措置の有無につ
いては確認できるが，各国における当該法令の重要度は反映されておらず，重み付けが不完
全な状況である．さらに，特に TBTや SPSに関しては，2国間で同じ基準を採用している場
合があり，実質的に影響は無いが統計上は非関税措置が存在していることになっている場合
がある．これらの点も改善されるべきであり，再考が必要となると考える．本研究において
は，これらの問題を解決するために，両国の変数が近似する程，非関税措置が低下する，と
いった相対的な変数を開発する． 
 
第 4節 本研究の分析手法 
 本論文は，非関税措置としての技術的障壁及び知的財産権保護水と国際貿易の関係性を実
証分析により明らかにし，その明らかになった関係性から国際社会の政策的課題及びその解
決方法を導出しようとするものである．輸入国のみを考慮した場合は非関税措置となる場合
でも，両国の制度が調和されている場合は非関税措置とならず，結果としてこの制度の国際
的調和が国際貿易を促進するということが本論文の基本的な考え方である．そこで，本節で
は，既に本章で確認した先行研究に加え，各章に関連する先行研究をまとめ，それを踏まえ
た上で本論文の実証分析における新たな視点と分析手法の提示を行う． 
 
(1) 本論文における課題設定 
 本論文では，共通して制度の国際的調和が国際貿易に与える正の影響を明らかにする．そ
のために，UNCTAD の非関税措置データでは捉えきれない規格及び知的財産権の問題に関
して新たな指標を開発する．さらに，これらの変数を使用し，制度の国際的調和が貿易に与
える正の影響を実証的に明らかにする．その結果を踏まえ，国際ルールや通商政策が抱える
諸問題について，政策的含意を提示する． 
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① 国際規格と国内規格の調和 
 国際規格や国内規格が国際貿易に与える影響に関しては多くの理論が存在し，促進要因又
は阻害要因として扱っているモデルが混在している状況である（Chen et al. 2006，Hudson 

and Jones 2003，Leland 1979）．さらに，国内規格と国際規格の調和に関しても理論的に分
析されており，貿易の促進要因であることが明示されているが，実証的に分析した研究は少
ない状況である（Czubala et al. 2009，Gandal and Shy 2001）．そのため，本論文では日本と
EU における国内規格と国際規格の調和が両地域の貿易に与える影響を実証的に明らかにす
る．ここでは，内生性の問題解消及び貿易が行われていないケースを含めるために PPML分
析を採用した実証分析を行う． 
 
 
②  知的財産権保護水準の調和 
 企業はより高度な技術が含まれる財に関しては特許などの知的財産権保護戦略を行うであ
ろう．これは海外進出する企業にとっても同じであり，海外での知的財産権保護が必要とな
る．しかし，これらの技術が特に外国において模倣されやすく，知的財産権保護に関する法
法律等が整っていない場合，海外進出企業にとっては大きな負担となる．実証的な分析を行
った先行研究は多く存在するが，国，産業，財の特性により結果は異なり，統一した見解は
存在しない状況である（Haščič et al. 2015， Sampath and Roffe 2012，Smith 2001）．TRIPS協
定の効果，つまり両国における制度の調和が国際貿易に与える影響を実証的に分析した先行
研究は存在しない．そのため，本論文は内生性の問題を解決するために操作変数法により実
証分析を行うことで知的財産権保護水準の均一化が国際貿易に与える影響を明らかにする． 
 
③ 国際的商標申請制度の調和 
 海外進出を計画している企業にとって，現地において自社の製品が模倣されたり，ロゴな
どが無断使用されたりするリスクを下げるために必要な費用は負担となる．そのため，国際
特許申請や国際商標申請費用の低下は輸出の促進要因となり得る．マドリッド協定議定書は，
加盟国間での国際商標申請をどの国に対しても同様のルールで一括申請を可能としている．
つまり，制度の国際的調和によって申請費用を削減させていると考えられる．しかし，現在
まで国際的商標申請の決定要因に関する分析は商標登録の経済的意味，商標登録と企業のパ
フォーマンスの関係，商標と特許の同時利用の意義などに限られており，さらにデータの制
約により実証的分析は確認できない状況である（Dernis et al. 2015，Nakamura 2014， Helmers 

and Schautschick 2013，Greenhalgh and Rogers 2012;，Greenhalgh et al. 2011，  Helmers and 

Rogers 2011，Graham and Somaya 2006， Greenhalgh and Longland 2005，Mendoça et al. 2004）．
そのため，本論文では因果関係を考慮した政策評価を行うために，DID分析によりマドリッ
ド協定議定書加盟が新規加盟国の国際的商標申請に与える影響を実証的に明らかにする． 
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第 3章 国内規格の国際化を通じた技術的障壁の削減 
 多くの国々は各国経済との密接な関係を制度的に深めるために，貿易や投資に関する協定
を締結してきた．これらの協定は世界全体，二国間又は多国間での協議により進められてき
た（Baldwin 2006）．特に，多国間協議に関しては，大規模な経済圏同士での交渉が行われ
る傾向にある．ジェトロウェブサイトで公表している「世界と日本の FTA 一覧（2019 年 12

月版）」によると，2019 年 12 月現在で世界全体での発行済み自由貿易協定数は約 320 件に
ものぼっている．さらに，多くの人々の関心は，EU とアメリカといった巨大市場間での協
定や，日本や多くの重要な国々が参加する環太平洋連携協定（Trans-Pacific Partnership: TPP）
に向いている．その一方で，2019 年 1 月に発効となった日本-EU 掲載連携協定（Economic 

Partnership Agreement: EPA）は，2地域で世界全体の GDPの約 35％を占めているが，その市
場規模の大きさのわりには比較的注目度が低いという状況であった．また，関税以外の非関
税措置に関する議論は現在も特別委員会にて進められているが，依然として解決すべき問題
は山積みである． 

 本章では，非関税措置のうち TBT協定に注目し，日本と EUにおける国内規格と国際規格
の調和が貿易を促進させることを実証的に明らかにする． 
 
第 1節 日本・EUの貿易及び国内規格の歴史 
(1) 貿易の歴史 
 日本と EU の貿易関係は，1970 年代及び 1980 年代の緊張関係によって特徴付けられる．
当時，日本はヨーロッパ諸国との貿易においては巨額な貿易黒字を計上しており，その内の
数カ国は日本からの輸入品に対して数量規制を課していた．この規制への対応として，日本
は多数の製品において EU から日本への輸出に対して自主規制を課すこととなった．日本に
おける製造業企業は EU の日本に対する貿易赤字は EU 側の競争力の欠如が理由であると指
摘したのに対し，EU の輸出企業は日本の非関税措置が参入を妨げていると主張していた
（Kubo 2012）． 

 日本においては，特に技術規格が国内産業保護を目的としていると非難され続けてきた．
そのため，日本の国内規格は海外製品に対して差別的な規格と認識されてきた事実がある
（Woodall  1995）．さらに，EU 諸国以外の貿易相手国からも非難が続いたため，日本は当
該政策に関して大幅な変革を迫られることとなった．さらに，国際社会でもこの動きが広が
っていくことになる． 

 貿易費用低下を目的とし，WTO は 1995 年に TBT 協定を発効し加盟国に対して国内規格
と国際規格の同等性を確保することを義務化した．さらに，1990 年代に日本がヨーロッパ
諸国に対する海外直接投資を増加させ，両地域の政府が定期的に閣僚級会議を開催すること
になったため，両地域間の貿易関係は改善されることとなった．そして，日・EU ビジネ
ス・ラウンドテーブル（EU-Japan Business Round Table）など，多くの両地域間の対話によ
って，両地域は貿易及び直接投資を促進させることを目指してきた．2019 年発効された日
本-EU 掲載連携協定の交渉以前は，2002 年に日・欧州共同体相互承認協定（The Agreement 
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on Mutual Recognition between Japan and the European Community）が発効されており，適合性
評価の相互承認を電気通信製品，電気製品，医薬化学製品に対して導入していた． 

 今日では，日本と EU における経済はより統合されている．また，日本は依然として EU

に対して貿易黒字を計上しているが，近年では以前と比較するとその規模は縮小している．
現在，日本にとって EUは第 3位の貿易相手国であり，EUにとって日本は第 6位の貿易相手
国である．しかし，2006 年から 2010 年の間，世界全体では貿易が増加傾向にあったが，両
地域間の貿易は年間 0．6％減少していた．そのため，2011年に開催された日本・EUサミッ
トにおいて，関税と非関税措置を削減することを目的とした新たな貿易協定の必要性が議論
されることとなった．利害関係者会議によると，特に EU から日本へ輸出する際の非関税措
置が大きな壁となっていることが指定された（European Commission 2012）． 

 日本において国内規格は国内産業保護を目的として設定しており，貿易障壁となっている
との批判がある一方で，産業レベルでの実証分析は行われてきていない．現存する研究は一
般均衡モデル（General Equilibrium model: CGE）によるシミュレーションに大きく依存して
いる．この CGE モデルは完全雇用，完全競争，貿易障壁削減後の輸出企業数など，多くの
仮定を設けることで成立している．さらに，貿易障壁が削減された場合，どの程度貿易に影
響を与えるかというパラメーターが重要となるが，この値は企業へのアンケートが基礎とな
っており結果が偏ってしまう傾向にある（Benz and Yalcin 2013）．当然のことながら，異な
るパラメーターを使用した分析は異なる結果を生み出すことになる．例えば，Copenhagen 

Economics (2009)は CGE モデルを採用し，日本が最大限非関税措置を削減させた場合，EU

からの輸出は約 50％増加し，金額ベースでは輸出額が 290億ユーロ増加するとしている．ま
た，この結果としてEUの厚生は金額ベースで330億ユーロ分だけ改善し，日本の厚生は180

億ユーロ分だけ改善すると試算している．対照的に，Benz and Yalcin (2013)は非関税措置削
減により EUの実質 GDPは 370億ユーロ増加し，日本の実質 GDPは 350億ユーロ増加する
との結果を提示している．同様に，Petri et al. (2014)では TPPが貿易に与える効果をシミュレ
ーションしており，GDP 比で約 1％分の貿易が増加すると指摘している．最後に，Ciuriak 

and Xiao (2014)においてはさらに非関税措置削減の効果は低いことが明らかにされている．
このように，パラメーターの違いによって結果が大きく異なってしまうため，CGE モデル
の使用には十分注意する必要がある．そのため，本研究では，CGE モデルによるシミュレ
ーションを行う代わりに，貿易の重力方程式を採用した実証分析を行う． 
 
(2) 規格に関する制度 
 EUの域内規格は，欧州標準化委員会（European Committee for Standardization: CEN），欧
州電気標準化委員会（European Committee for Electrotechnical Standardization: CENELEC），そ
して欧州電気通信標準化機構（European Telecommunications Standards Institute: ETSI）によっ
て構成されている．この EU 域内規格が強制規格であった場合，EU 域内へ財を輸出するた
めには当該規格の要件を満たす必要がある．さらに，EU 加盟国独自の規格も存在すること
から，解釈には注意する必要がある． 
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 EU の域内規格のシステムにおいては，規格同士を競合させないために EU 規格と国際規
格との同等性を確保するための強固な政策が存在している．その中でも，ウィーン協定
（Vienna Agreement）とドレスデン協定（Dresden Agreement）の 2 つが EU 側の関連委員会
と国際規格側の委員会の間で重要となっている協定である．両協定とも，お互いの活動に対
して協力し，規格の重複を回避し，それぞれの既存の規格をお互い採用するよう協力してき
ている． 

 上記の EU の体制とは異なり，日本の国内規格に関して権限を有するのは日本産業標準委
員会（Japan Industrial Standard Committee: JISC）であり，経済産業省の傘下に置かれている．
国内規格である JIS（Japanese Industrial Standards: JIS）規格は日本産業標準委員会によって調
整され，日本規格協会（ Japanese Standards Association: JSA）を通じて発行される
（Mangelsdorf et al. 2016）．また，日本では国内規格が強制規格として採用されているケー
スが多い傾向にある．そして，JIS 規格の開発，改訂，削除に加えて，日本産業標準委員会
は ISO（International Organization for Standardization）や IEC（International Electrotechnical 

Commission）といった国際規格レベルでの組織への参加においても重要な役割を担ってい
る． 

 本節では日本と EU における貿易と規格に関する歴史及び制度を確認した．次節では関連
する先行研究の説明と仮説の設定を行う． 
 
第 2節 先行研究 
 本節では，国際規格と貿易の関係性に関する理論的・実証的先行研究を概観し，実証分析
に使用する仮説を設定する．中でも，国内規格と国際規格の同等性確保は国際貿易を促進す
る要因となるのか，という点が重要となる． 
 
(1) 関連する理論的・実証的分析 
 規格に関する理論的分析に関しては，いくつかの議論が含まれている．まず，理論的には，
全ての規格は国際貿易を促進する可能性を有する．1 点目に，財に含まれる規格によって情
報が共有され，情報の非対称性が削減されることが挙げられる（Leland 1979）．2 点目に，
安全基準などの市場参入に必要な情報を企業に提供することで情報入手のための費用が削減
されることとなる．3 点目に，輸入者の観点から，輸入財に含まれる規格の情報から，当該
財の技術的水準を確認することが可能となる(Hudson and Jones 2003)．4点目に，Hudson and 

Jones (2003)のモデルでは，レモン問題の考えを導入し，国内及び国際的整合性のある規格
を使用することで，競争上の優位性を確保することが可能となることを説明している．規格
の存在によって，消費者は生産者が財の生産にどの程度投資したかを確認できるため，消費
者にとっての不確実性を削減できるため貿易がより促進されるとしている． 

 輸入国における規格の存在は，非関税措置としても認識されている．日本が批判されてい
たように，輸出時に強制規格の遵守に対応するための費用が上昇することで，結果的に海外
からの製品を差別してしまう可能性がある．Chen et al. (2006)のモデルでは，規制遵守のた
めの費用は主に製品を再設計するための費用であり，特に海外の輸出業者にとって大きな負
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担となることを明らかにしている．つまり，国境を跨ぐ前の段階で費用が発生することにな
る．何故なら，海外の生産者が輸出先の規格を採用していない場合，製品を再設計しない限
り輸出できないためである．Gandal and Shy (2001)のモデルでは，同一の規格を採用する地
域と採用していない地域が存在しており，同一の規格を採用している地域内の貿易は促進さ
れるが，異なる規格を採用している地域間の貿易は縮小することを明らかにしている．つま
り，上記の理論的分析においては，規格は貿易を促進させる可能性もあるが，貿易を阻害す
る要因ともなっている．しかし，本研究にとって重要な点は，規格を共通化させることで国
境を跨ぐ前の輸出費用が減少し，貿易が促進される可能性があるという点である． 

 Melitz（2003）のモデルにおいては，この輸出費用は固定費用と可変費用に分けられ，製
品の再設計に関しては輸出の固定費用に含まれると考えられる．つまり，国内規格と国際規
格が同等となることで，少なくとも国際規格を採用している海外生産者は輸出時に製品の再
設計を必要としなくなる．そのため，輸出の固定費用は削減され，Melitz（2003）のモデル
が予見する通り輸出企業数が増加することになる．次に，関連する実証分析を概観する． 

 規格と国際貿易の関係性に関する実証分析を包括的にサーベイしている論文として Swann 

(2010) が挙げられる．実証分析は主に輸入側の要因と輸出側の要因に分けられ，さらに規格
も国内独自の規格と国際規格と整合性のある国内規格に分類されている．Swann et al. (1996) 

は規格と国際貿易の関係性を実証的に分析した最初の研究である．彼らはイギリスのデータ
を使用し，国内規格数の増加はイギリスの輸出・輸入のどちらも増加させることを明らかに
した．さらに，国際規格数は輸出・輸入のどちらにも正の影響があることが示されたが，国
内規格数の係数と比較すると国際規格数の係数は小さかった． 

 Mangelsdorf (2011)は，反対の立場として，国内規格がいかに貿易障壁となり得るかを実証
的に明らかにしている．実証分析において，EU と中国における国内規格関連のデータを使
用することで，中国の国内規格数増加は EU からの輸入金額に負の影響を与えることを明ら
かにしている．その一方で，EU 側の規格数増加は中国からの輸入金額と正の関係にあるこ
とも明らかにしている．他の多くの研究もこのように途上国から EU との貿易に対して EU

域内規格の存在がどのように影響しているかを実証的に分析している．Czubala et al. (2009)

は，繊維や衣類産業において，EU の域内規格は途上国から EU 市場へ参入を試みる企業の
輸出を減少させるとしている．同様に，Portugal-Perez et al. (2010)は電気機械産業においても
国内規格数の増加は途上国からの輸出金額を減少させるとしている．また，Mangelsdorf et al. 

(2012)では，より国際規格を製品設計において採用することで当該国の輸出金額が増加する
ことを明らかにしている．彼らは中国における食品輸出に関して分析しており，中国の国内
規格がコーデックス・アリメンタリウス(Codex Alimentarius)規格を採用することで輸出を増
加させることを明らかにした．つまり，国内規格と国際規格の調和が輸出に正の影響を与え
ることとなる．また，唯一行われている先進諸国同士の分析としては，Reyes(2011)が挙げ
られる．彼らは EU とアメリカの製造業における貿易を対象とし，EU の域内規格が国際整
合性を有することでアメリカからの貿易が増加する可能性を示した．しかし，現在まで，国
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内規格と国際規格の調和が貿易に与える影響を実証的に分析している研究は彼らの研究のみ
である． 

 本研究では，上記の問題を解決するために，日本と EU における国内規格及び国際規格と
調和された規格が両地域の貿易にどのように影響するかを実証的に明らかにする．また，両
国がより国際的整合性がある規格数の割合を増加させたとき，両地域間における貿易が促進
されることを明らかにする． 
 
(2) 仮説設定 
 日本と EUは低い経済成長率とマクロ経済環境に問題を抱え続けている．日本のGDPに占
める財政赤字の割合は世界の中でも非常に高く，EU は日本やアメリカよりも高い失業率に
苦しんでいる状況である．そこで，日本と EU は両地域における成長の勢いを取り戻すため
に，関税及び非関税措置を削減することを決定した（Kubo 2012）．その判断には，現在の
国際分業体制が大きく関係している． 

 21 世紀の国際貿易の特徴は，国際的な生産ネットワークの形成にある．輸送費の低下に
より，先進国及び途上国において，国境を跨いだグローバル・バリュー・チェイン（Global 

Value Chains: GVCs）が構築され続けている．21 世紀の貿易協定もこの輸送費低下の要因と
なっているが，その内容は変化してきている．20 世紀の貿易協定は，関税や原産地規則な
どの国境で貿易を阻害する要因を対象としてきた．しかし，21 世紀の貿易協定は，上記に
加えて国内規制や強制規格などの，国境より前の段階で問題となる要因も対象としている
（Baldwin 2014）．日本-EU 経済連携協定も同様に，関税障壁のみではなく，国境より前の
段階で問題となる非関税措置に関する内容も含んでいる．その中でも，特に問題とされてい
るのが両地域における強制法規及び強制規格の問題であった．EU 企業を対象としたアンケ
ートによると，EU 企業にとって他国の市場と比較して日本の市場への参入は困難であり，
その主な原因は日本の国内規格の問題であった（Copenhagen Economics 2009）．産業の特性
によって数値は異なるが，EU 企業が日本の国内規格に関するルールを遵守することで，輸
出費用は約 30％上昇する．さらに，この輸出費用の上昇は日本における当該財の販売価格
を上昇させ，日本の厚生を悪化させることが予想される．上記のアンケートでは，両地域に
おいて国際規格を採用することで費用の上昇を抑制できると提言されている． 

 これらの状況を背景に，本研究では日本と EU27 ヵ国を対象とし，製造業における国内規
格の国際的整合性が両地域間の貿易に与える影響を実証的に明らかにする．実証分析におい
ては，日本規格協会を通じて発行される JIS 規格及び EU の域内規格を発行している欧州標
準化委員会と欧州電気標準化委員会を対象とすることで，両地域における国内規格の国際整
合性を計測することを試みる．具体的には，これらの規格が国内独自の規格であるか，国際
規格である ISO又は IECと整合性がある規格であるかを確認する．さらに，国内規格の国際
整合性が両地域で高まるほど貿易が促進することを明らかにする． 

 上記の目的を達成するために，本研究では以下の 2つの仮説を検証する． 
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仮説 1：輸入国における国内規格と国際規格の整合性が高まるほど貿易は促進される 

仮説 2：両国において国内規格と国際規格の整合性が高まるほど貿易は促進される 
 
 次節では，WTO/TBT 協定の概要を確認し，日本と EU における規格発行の現状を概観し
た後，規格データと貿易データの接合方法に関して説明する． 
 
第 3節 規格データと貿易データの接合 
 本節では，日本と EUにおける TBT協定の目標到達度を確認するために，規格データを貿
易データへ接続する手法を説明する．まず，WTO/TBT 協定に関する説明を行い，規格デー
タをどのように貿易分類と接続するかを説明する．その後両地域における規格データの特徴
を概観する． 
 
(1) WTO/TBT協定 
 本項では，TBT 問題を解消するために設定された WTO/TBT 協定について説明する．
WTO/TBT協定の前身は GATTスタンダードコードと呼ばれる協定であり，1979年に制定さ
れている．1995年に WTO が新たに TBT 協定を制定し，その後は TBT 協定と呼ばれている
（藤野 2005）．“TBT 協定は，産品の技術的その他の基準や規格の制定と適用に関する規律
を提示している．その対象は産品の基準・規格に限定されず，産品に関連する生産工程若し
くは生産方法も含まれる・・・TBT協定はこのような基準・規格及び認証手続きが「国際貿
易に不必要な障害をもたらすことのないようにすること」（前文）を目的としている．一般
に TBT協定は他の協定と同様にWTO協定加盟国（以下，加盟国という）間の合意であり，
加盟国に対して義務を課すものである．しかし，WTO 協定上一定の私人の行為について加
盟国に責任を負わせる場合もあり，私人による基準等の策定について加盟国に責任が及ぶ場
合も想定される．”（今井 2019; 6ページ）． 

 工業技術院標準部（1999）では，日本における国内規格と国際規格の整合性に関して表 1

のようにまとめている．日本においては，国際規格と完全一致している IDT（Identical）と
国際規格から修正されることで発行されている MOD（Modified）であった場合に当該国内
規格は TBT 協定の要件を満たすと判断される．また，NEQ（Not Equalized）であった場合
は，国内独自の規格と判断される．ここで，国内規格とは主に JIS 規格であり，各 JIS 規格
の国際規格との整合性に関しては，政府系組織である日本産業標準調査会が提供する検索シ
ステムにより確認できる．本研究では日本の定義を使用し，国内規格が IDT及び MODであ
った場合に国際整合性を有すると判断する．次項では，規格データと貿易データの接続方法
について説明する． 
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表 1 国内規格と国際規格の整合性判断 

 
   資料：工業技術院標準部（1999）を参考に筆者作成． 
 
(2) 貿易分類と規格分類の接続 
 規格分類と貿易分類の接続に関して，まずはそれぞれの分類を説明する必要がある．規格
分類に関しては，国際規格の分類として採用されいてる国際規格分類 International 

Classification for Standards (ICS)が存在し，JIS規格も本分類が付与されている．また，貿易分
類に関しては，多くの先行研究では HS 分類及び Standard International Trade Classification

（SITC）分類が使用されている．例えば，Moenius (2000)では ICS と国際標準産業分類
（International Standard Industrial Classification: ISIC）2 桁分類の接続を試みており，Blind 

(2004)も同様に SITC 分類と ICS2 桁分類の接続を行なっている．さらに，Shepherd (2006)で
は HS 分類と 1995 年から 2003 年における EU 域内規格データとの接続を行っている．しか
し，彼らの接続方法には問題が含まれている． 

 HS分類と比較すると SITC分類では財の数が圧倒的に少なく，財の特性としての規格数を
正確に把握できない可能性が高い．さらに，HS 分類を使用している接続方法においても，
最も詳細な 6桁分類を使用していない場合や，農業のみを対象としている分析のみが存在し
ている．そのため，本分析では最も詳細な貿易分類である HS6 桁分類を使用して規格デー
タと貿易データの接続を行う．次に，その手法について説明する． 

 本研究で使用した手法は，先行研究においても採用された方法であるが，それぞれの HS6

桁分類の定義文と JIS規格の規格名のマッチングである(Ijiri and Haneda 2020)．この作業を製
造業に該当する ISIC 分類 29-35 において行った．ここで，29 産業は機器設備の製造，30 産
業はオフィス，経理，計算機の製造，31 産業は電気機械の製造，32 産業はラジオ，テレビ，
通信機器の製造，33 産業は医療，精密，光学機器，時計の製造，34 産業は自動車，トレー
ラー，セミトレーラーの製造，35 産業はその他の輸送機器の製造を意味する．この変換表
を使用することで，産業別の国内規格の国際整合性の度合いや，国際規格との調和が貿易に
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与える影響を実証的に分析可能となる．次に．日本と EU における WTO/TBT 協定の達成度
に関して概観する． 
 
(3) 国内規格の国際整合性 
 日本と EU は，お互いの経済成長の停滞や悪化するマクロ経済環境を改善することを目的
として，2019年 2月に日・EU経済連携協定を発効した．外務省ウェブサイト「日 EU・EPA

概要」によると，本協定では，農業品・工業品の関税撤廃に加えて，サービス貿易・投資・
電子商取引，国有企業・補助金，知的財産，規制協力などの分野において，取引の円滑化に 

関するルールを規定している．また，本論文の対象である TBT 協定に関しては，特別委員
会が設立されている．そこで，まず日本と EUにおける TBT 協定達成の現状を確認する．そ
して，日・EU 経済連携協定における特別委員会が非関税措置削減に貢献する可能性を考察
する． 

 ここからは，製造業における日本の現状について再確認する．図 2 は ISIC 第 3.1 版の 29

分類に該当する産業に関して，日本における国内規格と国際規格の整合性についてまとめた
ものである．ISIC29分類には機械製品が含まれており，日本と EU間で活発に取引が行われ
ている分野であるため，日本と EU 間の非関税措置削減が必要である部門と言える．左軸は
日本における規格の発行数（折れ線），右軸は日本における国内規格と国際規格の整合性の
達成度（棒グラフ）を示している．1997 年まで，日本は国内規格と国際規格の整合化達成
度は 10%未満であったが，1998 年以降に急激に同等性確保に向けて動き始めた．2000 年に
はその数値は約 20%となり，2012 年時点で約 35%まで上昇した．しかし，依然として当該
分野では達成度が低く，強制規格・任意規格の議論以前の問題となっているのが現状である．
また，ここでは強制規格と任意規格の議論は入っていない．次に，EU における国内規格と
国際規格の同等性達成度について概観する． 

 EU の域内規格は，欧州標準化委員会，欧州電気標準化委員会，そして欧州電気通信標準
化機構によって構成されている．この EU域内規格が強制規格であった場合，EU域内へ財 
 

 
出所：Mangelsdorf et al. (2016) Figure 2． 

注記：数値は PERINORM Database 2013より取得． 

図 2 日本における国内規格と国際規格の整合性（ISIC29産業） 
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出所：Mangelsdorf et al. (2016) Figure 3． 

注記：数値は PERINORM Database 2013より取得． 

図 3  EUにおける域内規格と国際規格の整合性（ISIC29産業） 
 
を輸出するためには当該規格の要件を満たす必要がある．さらに，EU 加盟国独自の規格も
存在することから，解釈には注意する必要がある．図 3 は EU における域内規格と国際規格
の整合性についてまとめたものである．EUの TBT 協定達成度の現状は，日本の状況とはか
なり異なっている．1995年時点において，EUは TBT協定に記載されている国内（域内）規
格と国際規格の同等性に関して既に 50%以上を達成していた．しかし，1997 年以降は低下
傾向にあり，2007 年には約 40%まで低下している．その後は上昇傾向にあるが，国際規格
との整合性は 50%以下となっており，当初の水準には戻っていないのが現状である．これは，
加盟国数増加や環境問題への配慮，国際規格考案に関する委員会における議長・幹事国の問
題など，多くの問題が複合的に関わっていると考える．また，日本と同様に対応する国際規
格が存在しないケースも想定できる． 

 本節では，日本と EUにおける TBT協定の目標到達度を概観し，いずれの地域においても
依然として達成度は低いことが明らかとなった．次節では，TBT協定の目標を達成するため
に，さらに国内規格と国際規格の調和を進めるべきなのかを議論する．そのために，本研究
が設定した仮説を検証するために実証分析を行う． 
 
第 4節 技術的障壁の削減と貿易の関係性 
 本節では，日本と EU における国内規格の国際整合性が国際貿易に与える影響を実証分析
により明らかにする．まず実証分析のフレームワークについて説明し，各変数の定義及び出
所を説明する．その後，2002-2013年における ISIC29-35分類に該当する産業を対象とした実
証分析を行い，分析結果を踏まえた上で政策的インプリケーションを導出する． 
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(1) 実証分析のフレームワーク 
 実証分析の理論的モデルとして，貿易の重力モデルを採用する．対象国は日本及び EU 加
盟国であり，世界各国から両地域への輸入データを使用することで実証分析を行う．従来の
推計モデルでは，固定効果を含んだプーリング OLS モデルが採用され，観察不可能であり
推計に含むことができない要素を固定効果によりコントロールしてきた．しかし，Santos-

Silva and Tenreyro (2006)により以下の 2点が指摘されたことから，現在では推計モデルは固
定効果を含んだプールング OLSモデルではなく PPMLが採用される傾向にある．1点目は，
ゼロ貿易問題である．通常のプーリング OLS モデルでは，被説明変数は貿易金額を対数化
したものを使用するため，貿易金額が 0である財に関しては分析に含めることができなかっ
た．ゼロ貿易にも意味があり，このサンプルを除外することはサンプルセレクションバイア
スに相当することが指摘されている．2 点目は，不均一分散に関してである．もし誤差項の
分散が観察可能な変数の関数であり，さらに当該データが不均一分散の問題を含んでいた場
合，誤差項は説明変数と相関し，内生性問題が発生することとなる．上記 2点の問題を解消
するために，Santos-Silva and Tenreyro (2006)は貿易の重力モデルにおいて，実証分析では
PPML を採用することが重要であると指摘した．そのため，本研究では以下の基本モデルを
最尤法にて推計する． 
 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝑝𝑝𝐼𝐼𝐸𝐸𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖𝑘𝑘𝑡𝑡 = exp [𝛽𝛽1𝑆𝑆𝑡𝑡𝐼𝐼𝑆𝑆𝑘𝑘_𝑁𝑁𝑖𝑖𝑘𝑘𝑡𝑡−1 + 𝛽𝛽2𝑆𝑆𝑡𝑡𝐼𝐼𝑆𝑆𝑘𝑘_𝐼𝐼𝑖𝑖𝑘𝑘𝑡𝑡−1 + 𝛽𝛽3𝑇𝑇𝑇𝑇𝐸𝐸𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑘𝑘𝑡𝑡−1 
                  +𝜂𝜂𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝜂𝜂𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝜂𝜂𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜂𝜂𝑠𝑠 + 𝜂𝜂𝑘𝑘 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑘𝑘𝑡𝑡]            (1) 

 
ここで，i，j，s，k，t はそれぞれ輸入国，輸出国，産業，財，年を意味する．𝑆𝑆𝑡𝑡𝐼𝐼𝑆𝑆𝑘𝑘_𝑁𝑁𝑖𝑖𝑘𝑘𝑡𝑡−1
は，輸入国の t-1 年における k 財の国際整合性の無い規格数のストック数を対数化したもの
を，輸入国（分子）と輸出国（分母）の輸入額の比率によって除したものである．この変数
の解釈としては，輸入国の輸入市場としての規模が輸出国よりも大きかった場合，輸出国の
輸出の固定費用に対する相対的な評価は減少することになる．言い換えれば，小さな市場へ
の参入と比較して，より大きな市場に参入する場合，同規模の輸出の固定費用がかかる場合
においては後者のケースの方が相対的に輸出の固定費用を低く捉えるという変数となってい
る．𝑆𝑆𝑡𝑡𝐼𝐼𝑆𝑆𝑘𝑘_𝐼𝐼𝑖𝑖𝑘𝑘𝑡𝑡−1は同様の変数を，国際規格と整合性のある国内規格数によって作成したもので
ある．𝑇𝑇𝑇𝑇𝐸𝐸𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑘𝑘𝑡𝑡−1は二国間の t-1年における k財の関税率である．𝜂𝜂は固定効果を意味しており，
𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑘𝑘𝑡𝑡は誤差項である．産業の固定効果として ISIC2 桁分類，財の固定効果として生産段階（BEC

分類第 5版）を使用する．ここで，生産段階は中間財，最終消費財，資本財を意味する．基本モ
デルにおいては，仮説 1 を検証する．𝛽𝛽1が負であった場合，または𝛽𝛽2が正であった場合は仮説
1と整合的な結果となる．次に，仮説 2を検証するためのモデルについて説明する． 

 仮説 2を検証するためには，輸入国及び輸出国の規格に関するデータを使用する必要があ
る．そのため，輸入国のみではなく，輸出国に関しても日本及び EU 諸国のみに限定して分
析を行う． 
 

𝐻𝐻𝑇𝑇𝐸𝐸𝐼𝐼𝐼𝐼𝑙𝑙𝑇𝑇𝐻𝐻𝑇𝑇𝑡𝑡𝑇𝑇𝐼𝐼𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑘𝑘𝑡𝑡−1 = 𝑆𝑆𝑡𝑡𝑆𝑆𝑆𝑆𝑘𝑘_𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖−1
𝑆𝑆𝑡𝑡𝑆𝑆𝑆𝑆𝑘𝑘_𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖−1+𝑆𝑆𝑡𝑡𝑆𝑆𝑆𝑆𝑘𝑘_𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖−1

× 𝑆𝑆𝑡𝑡𝑆𝑆𝑆𝑆𝑘𝑘_𝐼𝐼𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖−1
𝑆𝑆𝑡𝑡𝑆𝑆𝑆𝑆𝑘𝑘_𝑁𝑁𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖−1+𝑆𝑆𝑡𝑡𝑆𝑆𝑆𝑆𝑘𝑘_𝐼𝐼𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖−1

                  (2) 
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𝐼𝐼𝐼𝐼𝑝𝑝𝐼𝐼𝐸𝐸𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖𝑘𝑘𝑡𝑡 = exp [𝛾𝛾1𝐻𝐻𝑇𝑇𝐸𝐸𝐼𝐼𝐼𝐼𝑙𝑙𝑇𝑇𝐻𝐻𝑇𝑇𝑡𝑡𝑇𝑇𝐼𝐼𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑘𝑘𝑡𝑡−1 + 𝛾𝛾2𝑇𝑇𝑇𝑇𝐸𝐸𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑘𝑘𝑡𝑡−1 + 𝜂𝜂𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝜂𝜂𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝜂𝜂𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜂𝜂𝑠𝑠 + 𝜂𝜂𝑘𝑘 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑘𝑘𝑡𝑡]       (3) 
 
ここで，𝐻𝐻𝑇𝑇𝐸𝐸𝐼𝐼𝐼𝐼𝑙𝑙𝑇𝑇𝐻𝐻𝑇𝑇𝑡𝑡𝑇𝑇𝐼𝐼𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑘𝑘𝑡𝑡−1は両国における国際整合性がある規格のシェアを掛け合わせたも
のであり，両国で共に国際規格との整合化が進むほど 1に近づく変数となっている．つまり，一
方の国においてシェアが非常に高い場合でも，もう一方の国においてシェアが低い場合，この
変数は小さくなってしまう．結果の解釈として，この変数の係数が正であった場合，仮説 2と整
合的となる．各変数の定義と出所は表 2にまとめられている． 
 

表 2  各変数の定義 

 
 
(2) 分析結果 
 表 3及び表 4は，仮説 1を検証するために日本を対象に行った分析結果である．まず，表
3 は生産段階別の結果をまとめたものである．国際規格と整合的な国内規格の数に関して，
全ての財及び中間財の係数は有意に正であり，仮説 1と整合的な結果となっている．しかし，
最終消費財及び資本財に関しては統計的に有意な結果は得られておらず，当該変数は説明力
を持たないことが示された．また，全ての財及び中間財の結果では，国際規格と整合性の無 
 

表 3 日本の推計結果（生産段階別，対世界） 

 
注記：括弧内はロバスト標準誤差を意味する．**，*，+はそれぞれ 1%，5%，10％の有意水準
であることを意味する． 
 
 
 
 
 

変数名 定義 出所

Import  (輸入金額) 輸入金額（レベル） UN、Comtrade
Stock_N（国内規格）① 国際規格と整合性のない国内規格数（対数） 日本産業標準調査会

Stock_I（国際規格）② 国際規格と整合性のある国内規格数（対数） 日本産業標準調査会

Tariff 関税率 WTO, TAO Database

Harmonisation（調和度） ②　/　（　①　+　②　）
欧州標準化委員会

欧州電気標準化委員会
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表 4 日本の推計結果（産業別，対世界） 

 
注記：括弧内はロバスト標準誤差を意味する．**，*，+はそれぞれ 1%，5%，10％の有意水準
であることを意味する． 
 
い国内規格数は有意ではなく，当該変数が非関税措置となっているかは証明できていない．
つまり，特に中間財において国内規格と国際規格の調和が重要な要素となっている可能性が
高い．これは，中間財は最終消費財や資本財と比較して多くのバラエティ（種類）が存在し，
対応する規格数も多く，より国内規格と国際規格の調和が重要になっているためであると考
える．次に，産業別の結果を確認する． 

 表 4は日本を対象に行った分析のうち，産業別の推計結果をまとめたものである．こちら
も，生産段階別の分析結果と同様に，産業によって国内規格と国内規格の整合性が貿易に与
える影響は大きく異なっている．まず，ISIC30，34，35産業に関しては国際規格と整合性の
ある国内規格数の係数は統計的に有意であり，正の符号となっている．これは仮説 1と整合
的な結果である．一方，ISIC29 及び 33 産業において当該変数は説明力を持たず，ISIC31 及
び 32 産業に関しては有意に負の符号という結果となっている．つまり，国内規格と国際規
格の調和は産業ごとに意味が異なるため，慎重な議論が必要となる． 

 次に，仮説 1 を検証するために行った，EU を対象とした分析結果を確認する．表 5 は生
産段階別に行った分析結果をまとめたものである．まず，国際規格と整合性のある国内規格
数であるが，日本の分析結果と同様に全ての財及び中間財を対象とした分析に関しては仮説
1 と整合的な結果となり，最終消費財及び資本財において当該変数は説明力を有していない
ことが明らかとなった．また，中間財においては国際規格と整合性のない国内規格数の符号
は有意に負であるため，こちらも仮説 1と整合的な結果となった．しかし，その他の財を対
象とした分析結果においては有意に正の符号となっているため，中間財のみが仮説 1と整合
的な結果となっている．これは日本を対象とした分析結果と類似しており，本議論を進める
際に，特に中間財などに関する規格を対象とした議論が重要となることを示唆している． 

次に，表 6は産業別の分析結果をまとめたものである．こちらも日本の分析結果と同様に，
産業によって分析結果が大きく異なっている．生産段階別の推計結果の議論と同じく，産業
ごとに国際規格と国内規格の調和の意味は異なるため，両地域間における協議を進める際に
は慎重な対応が必要になると考える．さらに，日本と EUにおいて同じ結果が得られたのは 
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表 5 EUの推計結果（生産段階別，対世界） 

 
注記：括弧内はロバスト標準誤差を意味する．**，*，+はそれぞれ 1%，5%，10％の有意水準
であることを意味する． 
 

表 6 EUの推計結果（産業別，対世界） 

 
注記：括弧内はロバスト標準誤差を意味する．**，*，+はそれぞれ 1%，5%，10％の有意水準で
あることを意味する． 
 
ISIC30産業のみであり，どの産業から協議を進めるかという選択は重要な課題になると考え
る．次に，仮説 2を検証するために，日本と EUのみを含めた分析結果を確認する． 

 表 7 及び表 8 は日本と EU を輸入国又は輸出国とした場合の分析結果である．まず，表 7

に関しては生産段階別の分析結果をまとめたものである．仮説 2との整合性を確認するため
には調和度の変数を確認する必要がある．調和度の係数は最終消費財以外において統計的に
有意であり，正の符号を有している．つまり，両地域においてどちらの地域においても国内
規格と国際規格の調和が促進されるほど両地域間での貿易が促進されることが明らかとなっ
た．また，この分析結果は仮説 2とも整合的である．次に，表 8は産業別の分析結果をまと
めたものである．分析結果から，ISIC29，33，34産業において当該変数の係数は統計的に有
意であり，正の符号を有している．また，他の産業においては説明力を有していないため，
これらの産業を対象に両地域における国内規格と国際規格の調和に関する議論を進めていく
ことが望まれる．次に，輸入国を日本，輸出国を EU諸国とした分析結果を確認する． 
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表 7 日本と EUの推計結果（生産段階別） 

 
注記：括弧内はロバスト標準誤差を意味する．**，*，+はそれぞれ 1%，5%，10％の有意水準で
あることを意味する． 
 

表 8 日本と EUの推計結果（産業別） 

 
注記：括弧内はロバスト標準誤差を意味する．**，*，+はそれぞれ 1%，5%，10％の有意水準で
あることを意味する． 
 
 表 9及び表 10は日本を輸入国，EU諸国を輸出国とした分析結果をまとめたものである．
まず，表 9にまとめられている生産段階別に行った分析結果を確認する．全ての財を含んだ
分析結果においては調和度の係数は統計的に有意ではないため，当該変数は説明力を有しな
いという結果となった．つまり，EU 諸国から日本へ輸出を行う際，国内規格と国際規格の
調和は問題になっていない可能性がある．しかし，各生産段階別の分析結果を確認すると，
当該変数の係数は統計的に有意であり，正の符号を有している．つまり，それぞれの生産段
階の中での違いを考慮した場合，調和が進むほど EU から日本への輸出は促進されることに
なる．また，表 10 は産業別の結果であるが，ISIC29，32，33，34 産業において仮説 2 と整
合的な結果が得られた．それでは，日本から EU への輸出に関してはどうであろうか．この
疑問を解消するために，日本から EUへの輸出を対象とした分析結果を確認する． 

 表 11 及び 12 は EU諸国を輸入国，日本を輸出国とした分析結果をまとめたものである．
まず，生産段階別に行った分析結果について確認する．表 11において，最終消費財を除く 
 

説明変数 全ての財 中間財 最終消費財 資本財

調和度 1.284** 4.636** -17.48 2.861**
(0.457) (0.749) (13.53) (0.652)

関税率 0.026 -0.231** 0.294* -0.068
(0.021) (0.032) (0.142) (0.056)

輸入国×年　固定効果 ○ ○ ○ ○
輸出国×年　固定効果 ○ ○ ○ ○
輸入国×輸出国　固定効果 ○ ○ ○ ○
産業　固定効果 ○ ○ ○ ○
Pseudo R2 0.480 0.449 0.641 0.354
サンプル数 309,170 81,656 21,549 158,827

説明変数 ISIC_29 ISIC_30 ISIC_31 ISIC_32 ISIC_33 ISIC_34 ISIC_35
調和度 2.367** -46.35** -0.294 -2.329 6.939** 10.11** -15.68

(0.643) (9.145) (0.843) (2.081) (2.270) (1.230) (17.73)
関税率 -0.234** -1.250** -0.898** 0.033 -0.392** 0.258** -0.717**

(0.078) (0.210) (0.142) (0.026) (0.092) (0.035) (0.270)
輸入国×年　固定効果 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
輸出国×年　固定効果 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
輸入国×輸出国　固定効果 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
生産段階　固定効果 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Pseudo R2 0.395 0.593 0.524 0.508 0.467 0.651 0.516
サンプル数 137,490 15,822 46,298 27,212 51,095 14,350 6,671
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表 9 日本の推計結果（生産段階別，対 EU） 

 
注記：括弧内はロバスト標準誤差を意味する．**，*，+はそれぞれ 1%，5%，10％の有意水準で
あることを意味する． 
 

表 10 日本の推計結果（産業別，対 EU） 

 
注記：括弧内はロバスト標準誤差を意味する．**，*，+はそれぞれ 1%，5%，10％の有意水準で
あることを意味する． 
 

表 11 EUの推計結果（生産段階別，対日本） 

 
注記：括弧内はロバスト標準誤差を意味する．**，*，+はそれぞれ 1%，5%，10％の有意水準で
あることを意味する． 
 
全ての生産段階において調和度の係数は統計的に有意であり，正の符号である．つまり，日
本と EU において双方の国内規格と国際規格の調和が促進されるほど日本から EU への輸出
が増加することが明らかとなった．つまり，仮説 2と整合的な結果が得られたことになる．
また，表 12でまとめられている産業別の分析結果においては，表 8の分析結果と同様に 

説明変数 全ての財 中間財 最終消費財 資本財

調和度 0.852 3.354** 13.18** 2.175**
(1.332) (0.468) (4.424) (0.771)

関税率 -0.294 -0.330** 0.148 -
(0.188) (0.107) (0.194)

輸出国×年　固定効果 ○ ○ ○ ○
産業　固定効果 ○ ○ ○ ○
Pseudo R2 0.508 0.422 0.684 0.431
サンプル数 157,580 40,666 10,373 80,688

説明変数 全ての財 中間財 最終消費財 資本財

調和度 1.080+ 5.183** -70.28** 2.527**
(0.566) (1.025) (4.630) (0.893)

関税率 0.025* -0.242** 0.839** -0.084+
(0.012) (0.028) (0.052) (0.049)

輸入国×年　固定効果 ○ ○ ○ ○
産業　固定効果 ○ ○ ○ ○
Pseudo R2 0.464 0.443 0.904 0.305
サンプル数 151,058 40,990 11,176 78,139
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表 12 EUの推計結果（産業別，対日本） 

 
注記：括弧内はロバスト標準誤差を意味する．**，*，+はそれぞれ 1%，5%，10％の有意水準で
あることを意味する． 
 
ISIC29，33，34産業において仮説 2と整合的な結果が得られている．次に，これまでの議論
をまとめ，政策的含意を導出する． 

 まず，仮説 1 を検証するための分析であるが，日本及び EU を対象とした分析結果から，
特に中間財に関しては国内規格が国際規格と整合性を有することで貿易が促進される可能性
が明らかとなった．また，産業ごとの影響に関しては両地域において差が見られたため，日
本及び EU 諸国のみを対象とした分析を行うことで，特に両地域間の貿易において国内規格
と国際規格の調和が重要となる産業を特定した． 

 仮説 2において，日本及び EU 諸国に限定した分析を行うことで，仮説 2 の検証を行った．
まず，生産段階別の推計結果から，全体としてどちらの地域においても国内規格と国際規格
の調和が進むほど貿易が促進されることが明らかとなった．また，産業別の分析結果から，
特に ISIC29，33，34 分類において上記の関係性が重要であることが明らかとなった．次に，
日本を輸入国，EU諸国を輸出国として行った分析からは，EU諸国が日本へ輸出する際に，
調和度は説明力を持たず，他の要因によって説明されている可能性が示唆された．一方，日
本から EU への輸出に関しては，調和度が重要な要素となっており，調和度が高まるほど輸
出が促進される可能性が示唆された．総じて，生産段階及び産業ごとに国内規格と国際規格
の調和が国際貿易に与える意味は異なるため，特定の産業を対象に，生産段階の議論を取り
入れながら協議する必要があると考える． 

 政策的インプリケーションとして，特に日本にとって，日本-EU 経済連携協定の特別委員
会などで議論されている TBT 協定の更なる進展が貿易を促進させる要因になるため，二国
間又は地域間における規格の調和を進めていくべきであると考える．さらに，最終的にはこ
れらの努力をグローバルな規模に広めていくことが望まれる． 

 最後に，本研究ではいくつかの点で課題が残されている．1 点目に，本研究においては日
本と EU 諸国における ISIC29-35 産業に該当する貿易及び規格データを対象としているため，
議論の一般化のためにはより対象を拡大させる必要がある．2 点目に，当該規格の使用が法
律によって定められているかどうかが重要となるため，実証分析に強制規格の要素を取り入
れる必要がある．3 点目に，貿易データの分析に加えて，個票データやケーススタディなど
による企業レベルでの分析が必要であると考える． 

説明変数 ISIC_29 ISIC_30 ISIC_31 ISIC_32 ISIC_33 ISIC_34 ISIC_35
調和度 2.242** -40.64** 0.419 -3.847 8.388** 11.96** -80.48

(0.831) (8.665) (1.203) (2.583) (1.787) (1.198) (76.44)
関税率 -0.225** -1.319** -0.937** 0.037 -0.381** 0.292** -0.603*

(0.079) (0.192) (0.142) (0.031) (0.061) (0.029) (0.300)
輸入国×年　固定効果 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
生産段階　固定効果 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Pseudo R2 0.712 0.345 0.560 0.510 0.496 0.510 0.659
サンプル数 67,669 7,704 23,421 15,047 25,285 7,480 3,604
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第 5節 小括 
 本章では，製造業における国内規格の国際的整合性が両地域間の貿易に与える影響を日本
と EU27ヵ国を対象とした実証分析により明らかにした．記述統計から，両地域は TBT協定
を完全に達成しているとは言えず，引き続き TBT 協定を達成するための協議を進める必要
性が確認された． 

 実証分析の結果から，以下の 4 点を明らかにした．1 点目に，日本と EU の輸入を対象と
した分析結果から，特に中間財において輸入国における国際規格と整合的な国内規格数が増
加することで貿易が促進される可能性が示唆された．しかし，これらは産業の特性に大きく
依存しているため，慎重な議論が必要であることも確認された．2 点目に，日本と EU 諸国
のみを輸入国又は輸出国として含めた分析結果から，最終消費財を除く財において輸入国・
輸出国のどちらでも国内規格と国際規格の調和が進むほど貿易が促進されることが明らかと
なった．3 点目に，上記の結果は主に日本から EU への輸出に該当する可能性が高く，日本
と EU 諸国間での調和度の上昇は相対的に日本にとって有益である可能性が示唆された．4

点目に，産業としては ISIC29，33．34 産業において調和度と貿易の正の関係性が確認され
た．総じて，生産段階及び産業ごとに国内規格と国際規格の調和が貿易に与える影響は異な
るため，まずは当該議論が意味を持つ産業を対象に，生産段階の議論を取り入れながら両地
域間での協議を進める必要があると考える． 

 政策的なインプリケーションとして，特に日本にとって，日本-EU 掲載連携協定の特別委
員会などで議論されている TBT 協定の更なる進展が貿易を促進させる要因になるため，二
国間又は地域間における規格の調和を進めていくべきであると考える．そして，最終的に世
界全体でこれらの調和度を上昇させていくべきであると考える． 

 今後の課題としては，以下の 3 点が挙げられた．1 点目に，今後は議論の一般化のために
も対象国及び対象産業の拡大が必要である．2 点目に，より正確な分析を行うためにも，強
制法規の議論を取り入れる必要がある．3 点目に，貿易財を対象とした分析を補完するとい
う意味で，企業レベルの分析が必要となる． 
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第 4章 知的財産権保護水準の国際標準化を通じた非関税措置削減の可能性 
貿易を通じた国際的な技術移転にとって，知的財産権保護の水準は重要な問題となる．ま

た，これらの問題は特に先進国と途上国の間で問題となっている．さらに，これまで世界規
模での気候変動，環境問題悪化などにより，環境関連の新技術開発及び普及への関心は世界
的に高まり続けている．特に，途上国や新興国においては，今後の環境汚染の深刻化などを
考慮すると環境技術の導入が急務である．これらの環境関連技術には最先端の技術が導入さ
れており，先進国から途上国へ技術が移転されることにより途上国の環境問題も改善される
ことが予想される．しかし，途上国や新興国は技術革新及び技術吸収能力が低い傾向にあり，
いかに国際的な環境技術移転を行うかが重要なテーマとなっている．また，環境技術移転を
数値化することが困難なことから，現在までは特許分類及び貿易分類において環境関連物品
を特定する手法が多く採用されている．さらに，データ欠損などの理由から貿易を通じた技
術移転に関する実証分析は非常に少なく，環境技術移転と国内法整備の関係性は定量的に明
らかにされていない． 

本章ではこれらの環境関連の新技術を最先端の技術として捉え，知的財産権保護水準の均
一化が技術移転に与える影響について実証的に明らかにする． 

 
第 1節 先行研究 
(1) 理論分析 
理論的に知的財産権保護の水準と貿易を通じた技術移転の関係性を明示した論文は多くな

い． 数少ない論文の中でも，Ivus (2011)は脆弱な知的財産権保護制度が国内への技術移転を
阻害することを理論的に明らかにしている．Ivus (2011)では，南北貿易を想定した一般均衡
モデルにより，南側の国における低水準の知的財産権保護制度は北側の国からの貿易を通じ
た技術移転を阻害することを明らかにしている．また，本モデルにおいては製品が模倣され
やすい産業と模倣されにくい産業が連続的に存在し，低水準の知的財産権保護制度はより模
倣されやすい産業における北側の国からの輸出を通じた技術移転を減少させる効果を持つと
している．これは，模倣されやすいまたは模倣されたくない技術は低水準の知的財産権保護
制度を有する途上国には移転されにくいことを意味し，途上国の経済成長を低下させる要因
ともなる．従って，仮に途上国へ貿易を通じた「真」の技術移転及び技術普及が達成される
のであれば，途上国における知的財産権保護制度の整備は急務と言えよう． 
 
(2) 実証分析 
 本テーマに関する実証分析は，企業レベルデータを使用した分析と，海外直接投資や貿易
データを使用した分析に分類される． 

 企業レベルのデータを使用した分析では，相手国の知的財産権保護の水準と技術移転のモ
ード選択の関係を対象としている研究が存在する．通常，先進国から途上国へ海外直接投資
またはライセンシングによって技術移転を行う際に，先進国企業はどちらを行うか選択する．
仮にライセンシングを通じた技術移転を選択した場合，企業はこの取引を「企業内取引」と
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して行うか，「企業間取引」として行うかの選択を迫られることになる．日本企業の技術取
引データを使用した実証分析では，以下の 3点が明らかにされている．まず，企業内取引と
してのライセンシングを通じた技術移転と受入国の知的財産権保護制度の関係性は，実証分
析からは明らかとなっていない．これは企業内の内部取引であるため，現地国の知的財産権
保護の水準の影響は少ないことを意味しており，現実を反映している．2 点目に，受入国の
知的財産権保護制度の水準が高まるほど，企業間取引を通じた技術移転が促進されることが
明らかにされている．これは企業が情報漏洩や模倣抑止に費やしていた費用が減少すること
で総合的な取引費用が減少するためとされている．3 点目に，これらの企業間取引の増加は，
より技術集約度または R&D 投資集約度が高い産業で発生していることも明らかとなってい
る（伊藤 2007，若杉・伊藤 2011）．また，Yang and Maskus（2001）は，海外子会社からの
技術供与に伴うロイヤリティー受取額と市場を通じた現地の他社からの同様の受取額のデー
タをもとに，アメリカ企業の国際的技術取引を観察することにより，それらと知的財産権保
護の度合いとの関係性を分析し，より知的財産権保護の度合いが高い国へは FDIを通じた技
術移転よりもライセンシングが活発に行われていることを明らかにしている 4． 

 次に，貿易を通じた技術移転に着目した研究についてまとめる．理論的分析と同様に，当
該分野における現在までの実証分析は多いとは言えない．さらに，その結果は時期，設定，
対象国などに依存しており，統一した見解は得られていない．さらに，これらの実証分析で
は「知的財産権保護」に関する指標の内生性をコントロールしているものは少なく，本論文
の結果と比較することが難しい状況である．その中でも，本論文と同様の目的及び手法で実
証分析を行った研究が存在する．Liu and Liang (2016)では，技術受入国である台湾における
知的財産権保護の水準と輸入を通じた技術移転の関係性を明らかにしている．実証分析では，
1989 年〜2003 年における台湾のハイテク産業の輸出データを使用し，知的財産権保護の強
化が当該産業における輸出を促進させるかを検証している．また，推計手法として一般化積
率法（GMM）を採用しており，知的財産権保護の内生性をコントロールしている．実証分
析の結果からハイテク産業における輸入額と台湾の知的財産権保護の水準は正の関係にある
ため，知的財産権制度の強化は台湾への技術移転を促進させる可能性が明らかとなっている．
ここで重要となるのは，これらの技術が多国籍企業内のみで使用されることなく，現地企業
へ普及することが達成されるならば，政策的含意として知的財産権保護に関する法整備を進
める必要がある，としている点である． 

 前野・羽田（2017）では，日本と ASEAN 諸国の技術集約財貿易に注目し，受入国の知的
財産権保護の度合いと技術移転の関係性を確認している．理論的背景は明記されていないが，
技術提供国における企業は受入国で技術や製品が模倣される可能性が高まると取引を行わな
い傾向にあるという仮説を検証している．実証分析の結果から，日本と ASEAN 諸国におけ
る技術取引は受入国の知的財産権保護の水準が高まるほど促進されるかことが明らかとなっ
ている．しかし，前野・羽田（2017）はアジア地域限定の分析であり，さらに知的財産権保

                                                      
4 その他に，Smith (2001)，Glass and Saggi (2002)，Fosfuri (2004)などが存在する． 
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護の水準に関する内生性の問題を解決できているとは言えない．本論文ではその点を改善し，
貿易を通じた環境関連技術の国際的取引と知的財産権保護の水準の関係性を明らかにする． 

 最後に，本論文の主軸である知的財産権保護の水準を指標化することを試みた先行研究を
概観する．全ての研究に共通している点は，複数の要素を含めて総合的な指標を開発してい
る点である．主に政治的要素を重視した分析（Rapp and Rozek 1990）と，経済的要素が重要
と考える分析（Maskus and Penubarti 1995）に分類される．しかし，これらの指標は主観的な
判断によるバイアスが生じる可能性や，推計による間接的な指標の計算といった問題が含ま
れていた．これらの問題を解決するべく，Ginarte and Park（1997）や Park（2001，2008）は
各国の知的財産権保護の水準を特許の保護の範囲，特許保護の期間，法的拘束力，国際条約
加盟情況，制限条項という 5つの項目から数値化し，上記の研究と比較してより客観的な指
標構築を行っている．本論文ではこれらの数値化作業は行わず，世界経済フォーラムの国際
競争度レポートに記載されている知的財産保護指標を使用する．本指標は各国の経営者 1万
人に対してアンケートを行い，各回答を指標化したものである．  
 
(3) 仮説設定 
技術移転に関する国際的な制度として， WTOの TRIPS協定が存在する．TRIPS協定では，

“国際的な自由貿易秩序維持形成のための知的財産権の十分な保護や権利行使手続の整備を
加盟各国や権利行使手続の整備を加盟各国に義務付けることを目的” （外務省 2017; P.8）と
しており，“WTO の規定によって加盟各国は本協定に拘束．協定の内容は各国の法律に反映
本協定に拘束．協定の内容は各国の法律に反映”させることが制定されている（外務省 2017; 

P.8）．TRIPS 協定は，各国の知的財産権保護の水準が異なることにより知的財産権及びブラ
ンド保護に関する貿易障壁が発生する可能性が非常に高いため，WTO 加盟国内では知的財
産権保護の水準を統一し，非関税措置の低減を目指している．一方，これらの知的財産権保
護の水準は各国の経済，所得，教育水準などにも依存しており，同一水準での知的財産権保
護の達成は非常に困難であることも事実である．特に，先進国と途上国の間には，依然とし
て知的財産権保護水準の差異が存在している状況である．実証的な先行研究では，受入国側
の知的財産権保護の水準が貿易を通じた技術移転に与える影響は，輸出国，輸入国，対象と
なる産業，財の特性などによって異なる可能性が指摘されている（Haščič et al.， 2015; 

Sampath and Roffe， 2012; Smith， 2001）．また，Sampath and Roffe (2012) は受入れ国が途上
国であった場合，より高い知的財産権保護によって技術移転が促進されるとし，技術吸収能
力及び貿易開放度が高いほど技術移転が貿易を通じて行われるとしている．このように，技
術移転と受入国の知的財産権保護の議論は非常に重要であるにもかかわらず，実証分析が進
められていない状況である．本研究の目的は，先行研究で扱われてこなかった財に体化され
た特許技術を考慮した分析を行うことで，輸入国における知的財産権保護の度合いと輸入の
関係性を明らかにする． 

本章では，先進国と途上国を含む 98 ヵ国の知的財産権保護の対象分野に着目し，その保
護の度合いと日本からの輸出との関連性の分析を行う．具体的には，International Patent 

Classification（IPC）分類と HS 分類を接続することで貿易財に体化された特許技術及び環境
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関連技術を定量化する．この手法により，従来観察されることがなかった財に体化された技
術の度合いを国別，年別，貿易財別に新たに観察することが可能となる．さらに，特許及び
環境関連技術の特性を考慮して財貿易と知的財産権保護の水準の関係性を計量的に分析する
ことが可能となる．さらに，本論文においては，知的財産権保護の変数として世界経済フォ
ーラム（World Economic Forum）の国際競争度レポートに記載されている知的財産保護指標
を使用し，各国の知的財産権保護に関する法整備の水準が貿易を通じた技術移転に与える影
響を，内生性の問題を解消するために GMM推定法により推定し，より高い水準での知的財
産権保護制度を持つ国はより多く特許技術が体化された財を輸入しているのかという点を検
証する．さらに，貿易に体化された環境関連技術を特定し，環境関連技術移転の動向を数量
化することを試みる． 

以上の目的を達成するために，本研究では Ivus (2001) の理論的分析の命題を使用し，日本
の知的財産権の保護水準は高いという仮定のもと，以下の仮設を検証する． 
 
仮説：輸入国の知的財産権保護の水準が高まる（日本の知的財産権保護の水準に近づくほど）
と貿易を通じた技術移転が促進される． 
 
 次節では環境関連特許の数値化を行う手順と，日本の環境関連特許データについて概観す
る． 
 
第 2節 貿易に体化された技術の特定 
 本節では環境技術特許を貿易分類である HS 分類にコンバートさせるための手順を説明し，
データの特徴を概観する．環境技術関連の特許であるが，現段階ではその定義は明確ではな
い．環境物品の定義として採用されている代表的なものは OECD， Asia-Pacific Economic 

Cooperation (APEC)， UNCTADなどの分類が挙げられる．これらの分類はHS6桁分類によっ
て定義されている．しかし，これらの分類は明確かつ統一された方法で作成されておらず，
現在でも環境物品の定義に関する研究は必要とされている（日野 2013）．本研究では，
International Patent Classification,  Green Inventoryを環境技術の指標とし，貿易に体化された環
境特許の数値化を試みる． 
 
(1) 特許データ 
 IPC Green Inventoryは，United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)

によって定義される Environmentally Sound Technologies (ESTs)に関係する特許情報をまとめ
るために，IPC Committee of Expertsにより開発されたものである．これらの特許は主に IPC

によって分類されており，本研究では IPC と HS 分類を接続することで HS 財に体化された
環境関連技術を定量化する．この手法により，国別，年別，財ごとの環境技術の度合いを新
たに観察することが可能となる．また，IPC-HS コンコーダンスを作成することにより，環
境技術以外の特許も HS 分類へ接続可能となり，特許の特性を考慮して財を分類することが
可能となる．前述したように，本論文では環境関連特許申請数が相対的に多い以下の産業を
分析対象とする：HS 84（原子炉，ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品），85（電気
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機器及びその部分品並びに録音機，音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用
又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品），86（鉄道用又は軌道用の機関車及び
車両並びにこれらの部分品，鉄道又は軌道の線路用装備品及びその部分品並びに機械式交通
信号用機器（電気機械式のものを含む．）），87（鉄道用及び軌道用以外の車両並びにその
部分品及び附属品），88（航空機及び宇宙飛行体並びにこれらの部分品），89（船舶及び浮
き構造物）． 

 まず，HS6 桁分類と IPC4 桁分類の接続を試みる．具体的には，羽田・井尻 (2016)及び前
野・羽田 (2017) と同様に，Lybbert and Zolas（2014）が開発した対照表を使用し国際的な特
許データが取得可能な IPC4 桁分類と HS6 桁分類の接続を行う．Lybbert and Zolas（2014）
は，機械学習の手法の 1つである Algorithmic Links with Probabilities（ALP）を採用すること
により SITC5 桁分類と IPC4 桁分類の接続を行っている．また，国連ではヴァージョン別，
桁数別の SITC と HS の対照表を公表しており，これらのデータを合わせて使用することで
IPC4桁分類と HS6桁分類の結合が可能となる．この作業を行い，OECD，Patent Statisticsよ
り取得した特許データを HS6 桁分類へ結合することにより，国・財・期間別の特許申請数
を確認することが可能となる．しかし，IPC Green Inventoryは IPC4桁よりも細かい分類で環
境関連技術を定義しており，IPC4桁分類よりも詳細な分類でのコンバートが必要となる． 

 上記の問題を解決するために，本論文では HS6 桁分類と IPC8 桁分類の接続を試みる．現
在までに HS6 桁分類と IPC8 桁分類のコンバート表は正式に作成されておらず，先行研究で
も言及されていない状況である．そこで，本論文では HS6 桁分類と IPC8 桁分類の文章によ
る定義を比較し，2 つの分類の接続を行った．まず，環境関連技術に該当する IPC8 桁分類
を，Lybbert and Zolas（2014）を参考に作成したコンバート表を使用することで HS6 桁分類
へ接続する．この時点では IPC4桁レベルのマッピングのため，多くのHS6桁財と IPC8桁分
類の間で不一致が発生する．そこで上述したとおり，文章による定義で 2つの分類の接続を
試みた．例えば，IPC8桁分類の G21F 9/00は”Treating radioactively contaminated material”と定
義されており，HS6桁分類だと 8401.20の”Isotopic Separation Machinery, Aparatus And Parts”と
接続される．この 8401.20 の財は，日本語では「同位体分離用機器とその部分品」であり，
原子力，ウランの濃縮技術に関連するものである．この技術は半導体などの分野でも研究が
進んでいるが，本研究においては文章でのマッチングを行っているため HS-8401.20 へ接続
される．また，IPC分類の G21F 9/00は HS6桁分類と 1対 1の関係であったが，1つの IPC8

桁 IDが複数の HS6桁 IDに接続される場合もある． 

 最後に，日本における IPC8 桁レベルでの国際特許公開数を取得し，環境関連特許を貿易
分類へ接続することを試みた．国際特許公開数は特許情報プラットホームの特許・実用新案
検索システムを使用して取得した．本検索システムでは各国際特許の出願日，公開日，IPC

分類，全文書などの情報が公開されており，IPC8 桁レベルでの情報が比較的容易に取得で
きる．次項では，これらのデータを年別，HS 別に整理することで日本における環境関連特
許公開数の特徴を概観する． 
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(2) 日本における国際的特許申請数の動向 
 環境関連技術及び環境関連貿易に関する定義及び記述は存在するが，経済データを組み合
わせことによって環境関連技術を可視化させている研究は多くはない．この事実はいかに環
境関連技術の特定及び数値化が困難であるかを示唆しているが，本論文ではこれらの点を改
善するために上述した方法で日本における環境関連特許公開数をグラフによって可視化する
ことを試みた．環境関連特許の申請数を概観する前に，まずは HS84-92別の全ての特許申請
数を概観する． 

 表1は2010年から2012年における1財当たりに含まれる日本の国際特許申請数（フロー）
を産業別にまとめたものである．今回対象とする HS84-89 に関しては，2012 年時点におい
て HS85（電気機器及びその部分品並びに録音機，音声再生機並びにテレビジョンの映像及
び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品），87（鉄道用及び軌道
用以外の車両並びにその部分品及び附属品），84（原子炉，ボイラー及び機械類並びにこれ
らの部分品），88（航空機及び宇宙飛行体並びにこれらの部分品），86（鉄道用又は軌道用
の機関車及び車両並びにこれらの部分品，鉄道又は軌道の線路用装備品及びその部分品並び
に機械式交通信号用機器（電気機械式のものを含む．）），89（船舶及び浮き構造物）の順
に申請数が多く，産業によって財に体化されているであろう特許の数が大きく異なることが
確認できる．また，どの産業においても特許申請数は増加傾向にあるが，HS85 電気機器及
びその部分品並びに録音機，音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再
生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品）及び 87（鉄道用及び軌道用以外の車両並び
にその部分品及び附属品）においてより高い成長率が確認できる．次に，日本の環境間特許
の申請数を概観する． 
 
 
 
 

表 1 日本における 1財当たりの国際特許申請数（フロー，HS84-89） 

 
資料：OECD，Patent Statisticsの値を参考に筆者作成． 
 
 
 

HS84 HS85 HS86 HS87 HS88 HS89 HS90 HS91 HS92 合計

2010 331.8 1017.9 89.6 469.4 157.1 68.7 1063.3 768.0 63.0 37123.9
2011 388.3 1187.8 122.0 568.4 169.5 81.8 1189.6 868.6 66.8 41733.7
2012 399.8 1172.5 121.8 620.4 202.6 107.8 1226.4 863.8 72.0 43619.0
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資料：国際特許公開数は特許情報プラットホーム，特許・実用新案検索システムにより検索し
た特許文献情報を参考に筆者作成． 

図 1 日本の環境特許公開数（フロー，HS84-89） 
 

 
資料：国際特許公開数は特許情報プラットホーム，特許・実用新案検索システムにより検索し
た特許文献情報を参考に筆者作成． 

図 2 日本の環境特許公開数（ストック，HS84-89） 
 
 図 1 と図 2 は 1995 年〜2014 年における日本の環境関連特許公開数のフローとストックを
HS2 桁分類別にまとめたものである．どちらの図からも HS84（原子炉，ボイラー及び機械
類並びにこれらの部分品）と HS85（電気機器及びその部分品並びに録音機，音声再生機並
びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属
品）において環境関連特許の公開数が多いことが確認でき，その次に HS87（鉄道用及び軌 



58 
 

 
資料：国際特許公開数は特許情報プラットホーム，特許・実用新案検索システムにより検索し
た特許文献情報を参考に筆者作成． 

図 3 日本における 1財当たりの環境特許公開数（フロー，HS84-89） 
 

 
資料：国際特許公開数は特許情報プラットホーム，特許・実用新案検索システムにより検索し
た特許文献情報を参考に筆者作成． 

図 4 日本における 1財当たりの環境特許公開数（ストック，HS84-89） 
 
道用以外の車両並びにその部分品及び附属品）が続いている．さらに，HS87 産業に関して
は，フローデータを確認すると他の産業と比較して近年継続的に成長していることが確認で
きる．しかし，HS2桁分類に属する HS6桁分類の数は各 HS2桁 IDによって異なり，これら
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の結果は単純に HS6桁分類の ID数が多い影響かもしれない．各 HS2桁レベルの産業内には
さらに細分化されたHS6桁分類が存在し，産業ごとに 6桁分類における財のコード数が異な
るため，このような問題が発生してしまう．この問題を解決するために，上記のデータを，
各 HS2桁分類に属する HS6桁分類の数で割ることで，各 HS2桁分類の中での 1財あたりの
環境特許公開数が確認できる． 

 図 3と図 4は各 HS2桁分類に属する 1財当たりの環境関連特許公開数をフローとストック
別にまとめたものである．まず図 1と図 3の大きな違いは，HS87（鉄道用及び軌道用以外の
車両並びにその部分品及び附属品）産業の位置づけである．図 1 では HS84（原子炉，ボイ
ラー及び機械類並びにこれらの部分品）及び 85（電気機器及びその部分品並びに録音機，
音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部
分品及び附属品）の下位に位置していたが，図 3においては 2012時点で HS85（電気機器及
びその部分品並びに録音機，音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再
生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品），2014 年時点では HS84（原子炉，ボイラー
及び機械類並びにこれらの部分品）よりも上位に位置している．さらに，表 1と比較すると，
HS84（原子炉，ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品）に関しては位置づけが少し異
なるが，総じて同様の結果と言える．このように，HS6桁レベルからHS2桁レベルまで集計
する場合それぞれの分類に属する財の数を考慮する必要がある． 

 本節では，多くの定義が存在する環境関連技術を，IPC Green Inventory のデータを使用す
ることで特定した．さらに，従来数値化されてこなかった環境関連技術を，限定的ではある
が，日本の国際特許申請データによって可視化することを試みた．本作業を行うことにより，
貿易財に体化された特許技術及び環境関連技術を特定することが可能となる．次節では，本
データを使用することで，知的財産権保護の水準が日本からの技術移転に与える影響を計量
分析により明らかにする． 
 
第 3節 知的財産権保護水準の均一化と貿易を通じた技術移転 
 TRIPS 協定が目指す，加盟国における知的財産権保護水準の統一は現在までには達成され
ておらず，依然として先進国と途上国の間では格差が存在している状況である．この知的財
産権保護の度合いに格差が存在している現状は，受入国企業への技術移転及び普及がなされ
ると仮定すれば，途上国への技術移転を阻害している要因となりえる．さらに，途上国にお
いては，環境問題改善は急務であり，先進国からの環境負荷を軽減させる技術導入は重要な
役割を担っていると考える．本節では日本の輸出データ及び特許データ，知的財産権保護の
水準，貿易に体化された環境特許技術に関するデータを使用することで，貿易を通じた技術
移転が知的財産権保護の水準に影響されるかを計量的に分析する． 
 
(1) 実証分析のフレームワーク 
 本節では，データの制約から，輸出国を日本に限定し，輸入国における知的財産権保護の
水準と貿易を通じた特許技術移転の関係を計量分析により明らかにする．理論モデルとして，
Ivus (2011)を採用し，相対的な知的財産権保護水準に関する指標 を考慮した計量分析を行う．
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近年，貿易データを使用した重力モデルの実証分析では固定効果法（Anderson and van 

Wincoop 2003）または Santos Silva and Tenreyro（2006）によって提唱された PPMLが最適で
あると指摘されてきた．しかし，知的財産権保護の度合いは内生変数であることが指摘され
ており，この内生性の問題を解決しない限りは分析結果にバイアスが生じることになる
（Liu and Liang 2016）．そこで，本研究の実証分析では，2000 年〜2013 年における日本を
対象とした HS 分類 6 桁レベルの輸入国の輸入データを輸出データとして使用し，GMM 推
計法を採用する．操作変数としては，The Worldwide Governance Indicatorsから取得可能であ
る表現の自由と説明責任の度合い（Voice and Accountability），政治的安定と非暴力の度合
い（Political Stability and Absence of Violence），政府の政策実行能力の度合い（Government 

Effectiveness），規制の質の度合い（Regulatory Quality），不正取締りの度合い（Control of 

Corruption），契約履行や法律遵守の度合い（Rule of Law）を採用している（伊藤 2007）．
これらの指標は-2.5〜2.5の値をとり，本論文ではこれら 6つの指標の合計値の 1期ラグを知
的財産権保護の操作変数として使用している．つまり，内生変数と操作変数の関係性は 1対
１となる．上記を考慮し，実証分析では以下の式を推定する 5． 
          

jktiktjtiktjtijkt ZpatentprotectionpatentprotectionExport εβββ ++×++= 321  (1) 
                                      
ここで i， j， k， t はそれぞれ輸出国（日本），輸入国，財，年を意味する．被説明変数で
ある Exportは輸出額（対数）を表し，HS84-89分類に属する HS -6桁レベルでの貿易額を使
用する．protection は輸入国における知的財産権保護の度合いを表しており，この数値が高
いほど保護の水準が強いことを意味する．つまり，日本の知的財産権保護水準により近づく
こととなる．patent は輸出国（日本）が公開した特許数を示しており，輸出国別，財別，年
別に変化する変数となっている．変数は上述した全ての特許（フローとストック）及び環境
関連特許（フローとストック）を含む変数となっており，計量分析ではそれぞれの変数を使
用することで頑健性の確認を行う．protection×patent は上記 2 変数の交差項であり，本分析
が最も重要視する変数である．Z は年，輸入国，年の固定効果を意味しており，変数の定義
と出所は表 2にまとめている． 
 

表 2 各変数の定義 

 
 
  

                                                      
5 GMM推計法は STATAの ivreg2コマンド等を使用することで推計可能である． 
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(2) 分析結果 
表 3は GMM推定法による推定結果をまとめたものである．ここでは特許は環境関連特許

公開数と IPC4 桁レベルで集計した全ての特許の申請数を比較している．さらに知的財産権
保護指数との交差項により，知的所有権保護の度合いが高いとき，つまり日本の水準と均一
化するほど，より特許技術を含んだ財の輸出がどう影響を受けるかを計量的に分析した．こ
の係数が正の場合，より知的所有権保護の度合いが高い国，つまり日本と同等の水準である
国に対して，日本は特許技術を多く含んだ財をより輸出していることになる． 

HS84-89 の全ての産業を含んだ推定結果からは，環境関連特許及び全ての特許のどちらも
交差項の係数は概ね正で統計的に有意である．しかし，特許に関する変数がフローであるか，
またはストックであるかで係数の大きさが異なっている．フローに関しては，環境関連特許
の係数の方が小さいため，知的財産権保護から受ける影響は小さい可能性が確認できる．一
方，ストックに関しては環境関連特許の係数の方が大きいため，その年に申請された新しい
技術と現在までに蓄積された特許のどちらが重要であるかが分析結果を左右していることと
なる．これらの結果をより詳細に分析するために，HS2桁分類ごとの推定結果を確認する． 

まず，全ての特許技術を含んだ財の輸出と知的財産権保護の度合いの関係を産業ごとに確
認する．表 4及び表 5において，フローデータで数量化した特許数と知的財産権保護の交差
項の係数は，HS84（原子炉，ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品），85（電気機器
及びその部分品並びに録音機，音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は
再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品），88（航空機及び宇宙飛行体並びにこれら
の部分品）においては正で統計的に有意であり，HS86（鉄道用又は軌道用の機関車及び車
両並びにこれらの部分品，鉄道又は軌道の線路用装備品及びその部分品並びに機械式交通信
号用機器（電気機械式のものを含む．）），87（鉄道用及び軌道用以外の車両並びにその部
分品及び附属品），89（船舶及び浮き構造物）では負で統計的にも有意であった．また，ス
トックデータを使用した変数で確認すると，HS84（原子炉，ボイラー及び機械類並びにこ
れらの部分品），88（航空機及び宇宙飛行体並びにこれらの部分品）では係数が正であり，
HS85（電気機器及びその部分品並びに録音機，音声再生機並びにテレビジョンの映像及び
音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品），86（鉄道用又は軌道用
の機関車及び車両並びにこれらの部分品，鉄道又は軌道の線路用装備品及びその部分品並び
に機械式交通信号用機器（電気機械式のものを含む．）），87（鉄道用及び軌道用以外の車
両並びにその部分品及び附属品），89（船舶及び浮き構造物）では係数が負で統計的に有意
であった．さらに，表 3の結果と同様に，フローの変数を使用した分析における係数の方が
大きいことも確認できる．このことから，技術移転と知的財産権保護水準の関係は産業及び
特許が発行されてからの時間の経過という要素によって異なることが示唆された．次に環境
関連特許に関する分析結果を概観する． 
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表 3 GMMによる推定結果（HS84-89） 

 
注記：括弧内はロバスト標準誤差を意味する．**，*，+はそれぞれ 1%，5%，10％の有意水準であることを意味する． 
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表 4  GMMによる推定結果（産業別，全ての特許，HS84-86） 

 
注記：括弧内はロバスト標準誤差を意味する．**，*，+はそれぞれ 1%，5%，10％の有意水準であることを意味する． 
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表 5  GMMによる推定結果（産業別，全ての特許，HS87-89） 

 
注記：括弧内はロバスト標準誤差を意味する．**，*，+はそれぞれ 1%，5%，10％の有意水準であることを意味する．
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表 6  GMMによる推定結果（産業別，環境関連特許，HS84-86） 

 
注記：括弧内はロバスト標準誤差を意味する．**，*，+はそれぞれ 1%，5%，10％の有意水準であることを意味する．
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表 7  GMMによる推定結果（産業別，環境関連特許，HS87-89） 

 
注記：括弧内はロバスト標準誤差を意味する．**，*，+はそれぞれ 1%，5%，10％の有意水準であることを意味する．
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 表 6及び表 7にまとめられている環境関連特許に関する結果は全ての特許を含んだ結果と
は異なっている．フローデータを使用した分析では，交差項の係数が統計的に有意であり正
である産業は HS84（原子炉，ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品）及び 85（電気機
器及びその部分品並びに録音機，音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又
は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品）であり，係数が負であった産業は HS86

（鉄道用又は軌道用の機関車及び車両並びにこれらの部分品，鉄道又は軌道の線路用装備品
及びその部分品並びに機械式交通信号用機器（電気機械式のものを含む．））のみであった．
その他の産業における結果は統計的に有意な結果は得られず，説明力を有していなかった．
次にストックデータを使用した分析であるが，統計的に有意であり交差項の係数が正であっ
た産業は 85（電気機器及びその部分品並びに録音機，音声再生機並びにテレビジョンの映
像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品）のみであり，係数
の符号が負であった産業は HS86（鉄道用又は軌道用の機関車及び車両並びにこれらの部分
品，鉄道又は軌道の線路用装備品及びその部分品並びに機械式交通信号用機器（電気機械式
のものを含む．））及び 88（航空機及び宇宙飛行体並びにこれらの部分品）であった．そ
の他の産業に関しては統計的に有意な結果を得ることができなかった．これらの結果から，
全ての特許を対象とした分析と環境関連特許では，技術移転時に知的財産権保護の水準から
受ける影響は産業ごとに異なることが明らかにされた．さらに，フローデータとストックデ
ータを使用することで，産業に最先端の特許技術が存在する場合と今までの技術がより蓄積
された産業とで技術移転に対する知的財産権保護の水準が与える影響が異なることも明らか
にされた． 

本実証分析から，以下の 3 点が明らかとなった．1 点目に，全ての産業を対象とした分析
では，全ての特許及び環境関連特許を対象とした分析の両方で，フローデータ及びストック
データを使用した交差項の係数は両方とも正であり，統計的に有意であった．2 点目に，前
述の結果は，フローデータを使用した分析においては全ての特許を含んだ変数，ストックデ
ータを使用した分析においては環境関連特許を使用した変数に対する係数がより大きかった．
3 点目に，上記の結果は産業ごとに異なるが，2 点目の関係性はどの産業でも変化がない状
況である．このことから，特に途上国においては，政策立案者は技術移転及び環境関連技術
の導入を考えるとき，自国の知的財産権保護の水準，産業の特性，当該技術が公開されてか
らの年数などを考慮して政策を考える必要があると言えよう．途上国にとっては生産又は輸
出する財の高付加価値化及び高度化は経済成長や地域開発にとっても非常に重要な要素であ
る．先進国からの高度な技術が含まれた中間財等の輸入は財の高付加価値化や輸出財の高度
化にとって大きく影響するため，知的財産権保護水準の均一化は途上国にとっても恩恵があ
り，今後の大きな課題となる． 

 しかし，本分析は計量分析上の問題を 3 点抱えている．1 点目は，環境関連技術の測定方
法である．現在は文章によるマッチングを行っているが，そのマッチングには専門的な知識
が必要となる．そのため，測定誤差の可能性がある．今後はその点を改善するため，専門知
識を有する共同研究者と分析を進める必要がある．2 点目は知的財産権保護の変数に内生性
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の問題がある可能性が高いことである．この問題は本論文においては GMM推定によって解
決されているが，より適切な内生変数及び操作変数を取り入れることは今後の課題となる 6．
3 点目は，本分析は交差項を採用しているため，特許と知的財産権保護のどちらが要因とな
って技術移転が促進されているのかが判断しにくい点である．これらの問題は今後の研究で
解決されるべきである． 
 
第 4節 小括 
 本章では，環境関連特許を含んだ財を特定し，その環境技術の移転と輸入国における知的
財産権保護の度合いの関係を，GMM 推定法を採用した計量分析によって明らかにすること
を試みた．環境技術の導入は途上国にとっては最重要課題の 1つであり，国際的な環境技術
移転は重要な政策課題となっている．しかし，環境関連技術を数値化することが容易でない
ため，新たにデータセットを構築する必要があった．本論文では HS6 桁分類と環境技術に
関連する IPC8 桁分類を接続することで，間接的に環境関連の技術移転を数量化した．これ
らの作業により，日本における環境関連技術の国際特許出願数は時系列で確認すると増加し
ており，さらにこれらの数値は産業ごとに異なることが明らかとなっている． 

 実証分析においては，GMM 推定を採用することにより，技術移転と移転先国の知的財産
権保護の水準との関係を確認した．分析結果から，環境関連技術はその他の特許技術の移転
とは異なるメカニズムが作用している可能性が示唆された．環境関連技術はその他の特許技
術と比較して，環境関連技術のストックを指標として採用した場合により輸入国の知的財産
権保護の度合いから影響を受けている可能性が明らかとなった．さらに，その影響は産業の
特性や特許発行からの時間などに依存している．これらのことから，政策立案者は環境関連
技術の移転を考えるとき，移転先の知的財産権保護，産業の特性，当該技術が公開されてか
らの年数などを考慮して政策を考える必要がある． 

 今後の研究では，主に実証分析に関するいくつかの点を改良する必要がある．例えば，知
的財産権保護の水準に関して測定誤差の可能性があるため，新たな指標を採用することが考
えられる．また，測定誤差に関しては環境関連技術の変数に関しても当てはまるため，環境
関連技術特定のために各フィールドの専門家と共同で研究を行う必要もある．さらに，本テ
ーマにおいては先進国と途上国の関係性が非常に重要となるが，今回は日本を輸出国とした
場合の機械産業に特化した計量分析を行っているため，対象とする産業及び地域の拡大も必
要となると考える． 
 
 
 
 
 
 

                                                      
6 本分析で使用している指標は，一国全体のガバナンスを表す指標であるため，より知的財産権
保護に特化した指標を使用する必要がある．例えば，各国国内の特許に関する訴訟または裁判
に関する情報などが考えられる． 
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第 5章 国際的商標申請に関わるマドリッド協定議定書の効果 
特許や商標などの知的財産権は，新たな発明，ノウハウ，著作権など権利の所属を確定す

るためのものであるが，企業のグローバルな活動においてもこのルールは非常に重要な役割
を担っている．これまで企業のイノベーションや知的財産権に関わる研究は特許又は特許制
度を中心として行われてきた．しかし， OECD が IP bundle という概念を公表したことによ
り，商標の重要性が再認識され始めている．IP bundleは企業が知的財産権を守るために特許
と商標を同時に登録することを意味している．最近では 2016 年に現ヤマザキビスケットが
Mondelez Intrenational との契約を終了させ，定番商品であった「リッツ」の商標が使用でき
なくなった．そのためヤマザキビスケットは類似した技術を使用して「ルヴァン」という商
品を生産できても，「リッツ」という名称及びブランドは失ってしまったことになる．さら
に，株式会社明治は 2016 年 3 月にインドの会社とのライセンス契約が終了したため「イソ
ジン」の商標が使用できなくなってしまった．その対抗策として，明治はイソジンのキャラ
クターである「カバクン」を商標登録することで彼らのブランド力を維持しようとした．こ
れらの例が示しているように，企業の知的財産戦略において特許と商標を合わせて考えるこ
とは非常に重要である．そのため，国際的商標申請も輸出企業にとって重要な戦略となる． 

本章では，マドリッド協定議定書加盟が新規加盟国の国際的商標申請数へ与える影響を実
証的に明らかにし，輸出企業の輸出費用を間接的に軽減させている可能性を示す． 

 
第 1節 国際的商標申請とマドリッド協定議定書 
(1) 商標の定義 
 日本における商標の定義は，「「人の知覚によって認識することができるもののうち，文
字，図形，記号，立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合，音その他政令で定めるもの」
であって，業として商品を生産し，証明し若しくは譲渡する者がその商品について使用する
もの，又は業として役務を提供し若しくは証明する者がその役務について使用するものを保
護の対象とする．」(商標法第 2 条)，である．最近では，「新しいタイプの商標」も登録さ
れ始め，動き商標，ホログラム商標，色彩のみからなる商標，音商標，位置商標などが対象
となっている．また，厳密には商標は「商標」と「登録商標」に分かれる．商標マーク・サ
ービスマークが付いているものは，正式に登録はされていないが，自社が商標として使用し
ていることを示している．反対に，登録商標マークがついているものは，日本の場合は特許
庁に登録されている商標であり，登録されていない商標はこのマークは付けられないことに
なっている． 

 日本以外の各国・地域における商標の定義として代表的なものはアメリカと EU における
定義である．アメリカ合衆国特許商標庁（USPTO）によると“A trademark is a word, phrase, 
symbol, and/or design that identifies and distinguishes the source of the goods of one party from those 
of others. A service mark is a word, phrase, symbol， and/or design that identifies and distinguishes 
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the source of a service rather than goods” (USPTOホームページより抜粋)7とされている．同様
に，欧州連合知的財産庁(EUIPO)によると EUにおいては以下の定義が採用されている； 
 
“An EU trade mark may consist of any signs, in particular words, including personal names, or designs, 
letters, numerals, colours, the shape of goods or of the packaging of goods, or sounds, provided that 
such signs are capable of: distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other 
undertakings; and being represented on the Register of European Union trade marks in a manner which 
enables the competent authorities and the public to determine the clear and precise subject matter of the 
protection afforded to its proprietor” (EUIPOホームページより抜粋)8． 
 
これらの定義から確認できるように，商標には大きく分けて 2つの定義が存在する．ひとつ
は財に関する商標であり，もうひとつはサービスに関する商標である．しかし，本分析はこ
れらの違いは考慮せず分析を行う．次に，国際的商標登録の手続きに関する協定としてマド
リッド協定議定書について説明する． 
 
(2) マドリッド協定議定書の特徴 
企業が国際化を目指すとき，商標権の登録が重要となる．経済産業省（2019）によると，

進出先の国で商標権を登録する方法は主に 2 つある．1 つ目は，パリ条約や，自国と相手国
との間で締結した二国間協定を利用する方法である．この方法では，日本人が日本から「相
手国の言語」により，「相手国の代理人」を通じて直接出願する必要がある．つまり，国ご
とに個別の対応が必要となってくる．2 点目の方法は，本分析の対象となる「マドリッド協
定議定書」を通じた国際的商標申請である．マドリッド協定議定書を通じた申請では，日本
においては，「日本国特許庁」へ「英語」により作成した出願書 1通を提出することで 
 

 
   資料：経済産業省ウェブサイトを参考に筆者作成． 

図 1  マドリッド協定議定書の手続き 
                                                      
7 （最終閲覧日：2016年 9月 10日 http://www.uspto.gov/trademarks-getting-started/trademark-

basics/trademark-patent-or-copyright）． 
8 （最終閲覧日：2016年 9月 10日 https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-mark-definition）． 
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マドリッド協定議定書に加盟する複数国へ一括して登録出願が行える．また，「日本国特許
庁に基礎となる自己の商標登録出願もしくは商標登録があり，それと標章が 同一で指定す
る商品(役務)が同一又はその範囲内であることが条件」（経済産業省 2019; 2ページ）となる
（図 1参照）．それでは，このマドリッド協定議定書はどのような背景で制定されたのか． 

 世界知的所有権機関（World International Property Organization: WIPO）は，国際的な商標申
請の円滑化を目的とし，1891 年に商標の国際登録に関するマドリッド協定（マドリッド協
定）を制定した．このマドリッド協定は，パリ条約において創設されたものであったが，加
盟国から審査期間，現地の言語を使用する必要があること，そして手数料などの問題点が指
摘されていた．このことから，マドリッド協定を通じた国際的商標申請を困難とさせるいく
つかの要素を取り除くため，1989 年にマドリッド協定議定書が制定され，1996 年から運用
が開始された．次に，マドリッド協定議定書の特徴について説明する． 

 マドリッド協定を通じた国際的な商標申請をより円滑化させるために制定されたマドリッ
ド協定議定書であるが，どのような点でマドリッド協定よりも円滑な国際的商標申請を支え
ているのか．本項では，マドリッド協定とマドリッド協定議定書を比較することで，マドリ
ッド協定議定書を通じた国際的商標登録に関して，経済産業省（2019）において記述されて
いる 6点のメリットについて説明する． 

 1 点目は手続きの簡素化である．既述の通り，マドリッド協定議定書においては複数の加
盟国への申請が英語による書類 1通を本国特許庁に提出することで完了する．また，国によ
ってはフランス語またはスペイン語が選択可能となっている．さらに，出願手数料に関して
も複数国分を一括して国際事務局へ支払うことが可能である．そのため，時間的費用も削減
されると考える．2 点目は，提出書類の作成が容易な点である．所定の様式に指定の言語に
より必要事項を記入することで，全ての手続きが完了する．そのため，多言語への翻訳など
の追加的作業が不要となり，時間的費用も削減されることとなる．3 点目は，商標権の管理
が国際事務局における国際登録簿によって一元管理されている点である．そのため，申請者
が各国ごとに情報の更新を行う必要が無くなり，より手続きが簡素化されることとなる．4

点目は，申請に関する経費削減である．以前までのシステムでは各国別に申請者が直接出願
するため，申請先ごとに決められた出願書類を提出する必要があり，代理人報酬や各国言語
への翻訳に関する費用等が必要となっていた．しかし，マドリッド協定議定書に関してはこ
れらの費用は原則発生しない．5 点目は，審査期間の短縮である．正確には，出願後に審査
国の官庁が申請を拒絶する理由を見つけた場合，WIPO 国際事務局への通報期間を 1 年間に
制限している．そのため，通常の出願と比較すると時間的な費用がさらに削減される可能性
がある．最後は，新たにマドリッド協定議定書に加盟した国に対しても知的財産保護の対象
を拡張できる点である． 

 しかし，問題が残っていないわけではなく，申請をより円滑化させるためには申請費用の
問題についてさらに改善が必要である．マドリッド協定を利用した国際的商標申請よりも，
マドリッド協定議定書を通じて申請した方がかえって申請費用が高くなってしまう場合があ
る．これは各国がどの協定を結んでいるかに大きく依存している．このことは，マドリッド 
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表 1 マドリッド協定議定書加盟国一覧 

 
出所：WIPOウェブサイトを参考に筆者作成． 
 
協定議定書を通じて申請することで時間や提出書類数を削減できるが，金銭的費用はよりか
かってしまう可能性を示唆している．つまり，加盟国が増加することによってこの問題は回
避することが可能となる．本分析ではデータが入手可能な 2004-2013 年に新規加盟した国を
主な対象とし，マドリッド協定議定書加盟が国際商標申請数に与える影響を確認する（表 1

参照）．次に，本研究の仮説設定に関して説明を行う． 
 
(3) 仮説の設定 
当該分野において，先行研究では主に 3つのテーマを扱ってきた（Nakamura 2014）．1つ

目は，商標データを経済学的にどのように捉えるべきかという議論である．イノベーション
の指標としてよく用いられるのは特許データであるが，特許に関しては発明した技術のみを
保護している．そのため，いくつかの研究では最終消費財に関するイノベーションの度合い
を計測するためには商標データを使用する必要があると主張している（Mendoça et al. 2004）．
2 つ目は，商標登録と企業のパフォーマンス間の因果関係である．多くの研究結果から，商
標登録数又は申請数が増加することで生産性，売上，雇用者などのパフォーマンスに関する



73 
 

指標が改善させることが明らかとなっている（Greenhalgh and Rogers 2012; Greenhalgh et al. 

2011; Helmers and Rogers 2011; Greenhalgh and Longland 2005）．最後に，いくつかの先行研究
によって，特許と商標の同時利用の重要性が指摘されている．（Dernis et al. 2015; Helmers 

and Schautschick 2013; Graham and Somaya 2006）．彼らの分析結果からは，特許登録と商標
登録の両方を利用することで，結果的に企業のパフォーマンスが改善されることが明らかと
なっている． 

理論モデルとして，乾（2016）及び Jain and Conley (2014)が存在する．乾（2016）では，
知財ミックス戦略の相乗効果を理論的に構築しており，「相乗効果 ＝ α特許 + β商標 
+ γ（特許×商標）」によって知財ミックス戦略の効果が計測できるとしている．この場合，
γがプラスなら知財ミックスは相乗効果に正の影響を及ぼすことを意味する．また，Jain and 

Conley (2014)では，特許と商標は同時利用も重要であるが，医薬品産業に関してはどこでど
ちらの登録をするかというタイミングがさらに重要となる．例えば，医療用医薬品の特許が
切れる直前にジェネリック医薬品対策に商標を申請したり，医療用医薬品から一般用医薬品
（OTC）に移行させるスウィッチ OTC を採用したりする場合もブランドを確立する必要が
でてくる．上記の分野における実証分析は進められているが，商標申請・登録数を増加させ
る要因に関する実証分析はまだ少なく，特に政策評価を行っているものは極めて少ないのが
現状である．さらに，これらの分析は国内の問題を対象としていたが，輸出や海外直接投資
によって海外進出を計画している企業にとってもこれらの知的財産権戦略は非常に重要なも
のとなる．そのため，海外進出企業の戦略において特許と商標の同時申請が重要となってい
るため，国際貿易の円滑化を図る 1つの手段として，国際的商標申請の障壁を削減する必要
性があると考える． 
 
 以上の議論から，本研究では以下の仮説を実証分析によって検証する． 
 
仮説：マドリッド協定議定書に加盟することで，加盟国間では同水準のルールが採用され取
引費用が低下し，結果として加盟国の国際商標申請数は増加する． 
 
 次節では，国際商標分類と経済データの接続方法に関する説明を行い，国際的商標申請数
の動向を概観する． 
 
第 2節 国政的商標申請の動向 
(1) 商標データと経済データの接続 
 特許や商標データを使用して分析を行う際，いかに経済データを接続するかという点が重
要となる．第 4章において既に説明しているが，一般的に特許分類や商標分類に関する公的
な接続表は存在しない．そのため，経済学者や他分野の研究者はこれらのデータを複合的に
使用することが困難であった．しかし，Lybbert et al. (2014)が開発した接続表によって，商
標データと経済データの接続が可能となった．彼らは国際的商標分類であるニース（NICE）
分類と SITC 分類の接続を，Lybbert and Zolas（2014）と同様に ALP 手法によって行ってい
る．NICE分類は 2つのパートによって構成されており，1-35までは製造業，36-45までがサ
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ービス産業を対象としている．この 2つの分類を接続することで，産業レベルでの経済デー
タとの接続が可能となる．また，特許データに関しても第 4 章にて SITC 分類との接続が行
われているため，全てのデータをまとめて分析に加えることが可能となる．本研究では，
NICE2桁分類と SITC2桁分類の対照表を使用することでデータの接続を行う．また，国際的
商標申請のデータに関しては，世界知的所有権機関のデータベースである IP Statistics Data 

Center から取得する．本データには国際商標申請に関して，申請国，申請先国，該当する
NICE2 桁分類，申請年が確認できるため，2004-2014 年における商標申請数に関する変数を
使用することで実証分析を行う． 

 次に，上記のデータを使用して国際的商標申請数の動向を概観する． 
 
(2) 国際的商標申請数の動向 
 国際商標申請数は継続的に増加傾向にある．図 2 は 2004-2014 年における国際商標申請件
数をまとめたものである．まず，全体的に国際商標申請数は本分析期間において増加傾向に
あることが確認できる．2008 年及び 2009 年の金融危機時を除いて，全ての年において申請
数が増加している．2004 年では 286 万件であった申請数が，2014 年では 518 万件となって
おり，国際商標申請が活発に行われていることが確認できる．このことから，国際商標申請
のシステムが企業にとっていかに重要であるかが理解できる．次に，企業の知的財産権保護
戦略において同じように重要となる国際特許申請数の動向に関して概観する． 

 図 3は国際特許申請数の動向をまとめたものである．図 2と同様に，分析期間における国
際特許申請は増加傾向にあり，企業の知的財産保護戦略において重要な役割を担っているこ
とが分かる．金融危機が発生した直後の 2009 年は若干の減少が見て取れるが，2004 年では
157万件であった申請数は，2014年においては 268万件へと増加している．つまり，どちら
の知的財産権保護戦略に関してもその必要性及び重要性は増し続けていることが確認できる．
次に，どのような属性の国で国際商標申請が増加しているかを，OECD 加盟国・非加盟国に
分けて確認する． 

 表 1は，所得水準別，産業別の平均的な国際商標申請数をまとめたものである．まず，合
計値で確認する平均的な国際商標申請数に関しても，緩やかではあるがその申請数を増加さ
せている．2001年では全体で 37.6件であった申請数が，2014年では 54.3件まで増加してい
る．次に，OECD 加盟国と非加盟国を比較したとき，全産業に関しては非加盟国の平均的な
申請数の方が加盟国の申請数と比較して多いことが分かる．理由として，既にOECD加盟国
は 2004 年時点で多くの国際商標登録を完了させていることが予想される．つまり，国際商
標登録数をストックによって確認した場合，OECD 加盟国において数値が高くなることが予
想される．最後に，OECD 加盟国は産業別に確認すると，製造業よりもサービス産業におい
て平均的に国際商標申請数が多い状況である．その一方で，OECD 非加盟国に関しては製造
業においてより国際商標申請数が多く，これは産業構造の違いを暗に示していると考えられ
る． 



75 
 

 
出所：IP Statistics Data Centerの数値を参考に筆者作成． 

図 2 国際的商標申請数の変化（2004-2014年：件数） 
 
  
 

 
出所：IP Statistics Data Centerの数値を参考に筆者作成． 

図 3 国際的特許申請数の変化（2004-2014年：件数） 
 

表 2  所得水準別，産業別平均国際的商標申請数（2004-2014年：件数） 

 
出所：IP Statistics Data Centerの数値を参考に筆者作成． 
 
本節では，データクリーニングの手法に関して説明し，国際商標申請数の動向を概観した．

次節では，これらの数値を使用し，マドリッド協定議定書加盟が新規加盟国の国際商標申請
数に与える影響を実証的に明らかにする． 
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第 3節 マドリッド協定議定書加盟が国際的商標申請に与える影響 
 本節では，マドリッド協定議定書加盟が新規加盟国の国際商標申請数に与える影響を計量
分析により明らかにする．具体的には，マドリッド協定議定書加盟により加盟国間での申請
費用が低下するため，国際商標申請数は増加することを実証的に示す．そのために，まず実
証分析のフレームワークについて説明する．その後，計量分析を行うことで仮説の検証を行
い，その結果から政策的含意を導出する． 
 
(1) 実証分析のフレームワーク 
 本研究においては，マドリッド協定議定書への加盟が加盟国の国際的商標申請へ与える影
響を確認するために，実証分析を行う．本分析では，プーリング OLS を使用した DID 分析
の手法を採用する．この場合，対象年は 2期間以上，対象サンプルは 2グループ以上必要と
なる．この 2つのグループをそれぞれ処置群（Treatment group）及び対照群（Control group）
と呼ぶ．処置群は人，企業，産業，国などが当てはまり，政策介入や投薬などの処置を受け
たグループを指す．そして，対照群は処置群が影響を受けた政策介入などの対象となってい
ないグループを指している．対象となる処置が処置群へ与える影響を確認するために，平均
処置効果（Average Treatment Effect: ATE）を測定する．平均処置効果とは，処置群と対照群
の結果の平均を算出し，さらにその差を計ることで得られる処置の効果である．平均処置効
果を計測するために，以下の式を使用する． 
 

𝑦𝑦 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑂𝑂𝑃𝑃 + 𝛿𝛿0𝑂𝑂2 + 𝛿𝛿1𝑂𝑂𝑃𝑃 × 𝑂𝑂2 + 𝑢𝑢                   (1) 
 
ここで，𝑦𝑦は分析の対象となる結果変数である．2期間モデルの場合，2期目に当該サンプル
が処置を受けるとき𝑂𝑂𝑃𝑃は 1 となり，その他の場合は 0 となる．つまり，𝑂𝑂𝑃𝑃が 1 の場合は処
置群，0の場合は対照群となる．また，2期目であった場合𝑂𝑂2は 1，1期目であった場合は 0

の値をとる．𝛽𝛽1𝑂𝑂𝑃𝑃は，処置前の処置群と対照群間の違いをとらえており，𝛿𝛿0𝑂𝑂2は 2 期目の
固定効果をとらえている．そして，理論的には𝛿𝛿1𝑂𝑂𝑃𝑃 × 𝑂𝑂2が処置効果をとらえているが，あ
る個体を処置群と対照群へ同時に含めることはできないため，この平均処置効果を推計する
必要がある．ここで，𝑦𝑦�を結果変数の平均値，T，C，1，2 はそれぞれ処置群，対照群，第 1

期，第 2期とする．そのとき，OLS推計から得られる𝛿𝛿1�は以下の式で表せる． 
 

𝛿𝛿1 = �𝑦𝑦�
𝑇𝑇，2

− 𝑦𝑦�
𝑇𝑇，1

� − �𝑦𝑦�
𝐶𝐶，2

− 𝑦𝑦�
𝐶𝐶，1

�                              (2) 

 
ここで，式（2）の右辺第 1 項は処置群，第 2 項は対照群の第 1 期と第 2 期における結果変
数の差分である．このとき，𝛿𝛿1�を政策介入またはイベントの平均処置効果として解釈するこ
とができる．さらに，式（2）に共変量を加えることができ，𝛿𝛿1�の解釈も変わらないため，
実証分析において広く採用されている（Wooldridge 2010: 146-148）． 
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 マドリッド協定議定書加盟が国際的な商標申請に与える影響を確認するために，上記の
DID方程式を使用する 9．具体的には，以下の式を OLSにて推定する． 
 

𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑘𝑘𝑡𝑡 − 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑘𝑘𝑡𝑡−1 =  𝛽𝛽1𝑁𝑁𝑇𝑇𝑑𝑑𝐸𝐸𝑇𝑇𝑑𝑑𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝛽𝛽2 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖𝑘𝑘𝑡𝑡−1 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑘𝑘𝑡𝑡                  (3) 
 
ここで，i，j，k，そして t はそれぞれ申請国，申請相手国，産業，年を意味している．Y は
国際的な商標申請数であり，𝑁𝑁𝑇𝑇𝑑𝑑𝐸𝐸𝑇𝑇𝑑𝑑𝑖𝑖𝑡𝑡は i 国が t 年にマドリッド協定議定書に加盟していた
場合は 1 の値をとり，それ以外は 0の値をとるダミー変数である．X は国際的商標申請数の
決定に影響を与える要因である．Lybbert et al.（2014）と同様に，本分析では特許申請数，
輸出額，海外直接投資額，GDP に占める研究開発投資額の差分を X に含めることで国際的
商標申請に影響を与える要因をコントロールする 10．各変数の定義及び記述統計は表 3及び
表 4にまとめられている． 

 (3)式を推定することで，マドリッド協定議定書への加盟が国際的商標申請に与えた影響
を確認する．具体的には，t-1年から t年における国際的商標申請数の変化にマドリッド協定
議定書加盟が与えた影響を明らかにする．ここで，予測される全て変数の係数は正である，
つまりマドリッド協定議定書加盟により国際的商標申請が促進されると予測する．事項では，
実証分析の結果について説明を行う． 
 
 

表 3 各変数の定義 

 
 
 

表 4 記述統計 

 
 

                                                      
9 多くの先行研究は DID推計と傾向スコアマッチングの手法を併用しているが，データの制約か
ら本研究は DID推計のみを採用している． 
10 Lybber et al. (2014) によると，知的財産権保護の度合いも国際的商標申請に影響を与えること
が指摘されている．しかし，本分析期間においては知的財産権保護の水準に大きな変化はな
く，DID推計の特性を考慮し説明変数からは除外している． 
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(2) 分析結果 
 表 5は，全ての産業を対象とした実証分析の結果をまとめたものである．国際的商標申請
に影響を与える要素をコントロールした上で，マドリッド協定議定書加盟の係数は正であり
統計的に有意であった．つまり，マドリッド協定議定書加盟は新規加盟国の国際的商標申請
を促進させる効果があることが確認できた．そして特許申請数及び輸出額の係数に関しても
正であり統計的に有意であった．これは，特許申請と商標申請の同時利用の可能性及び輸出
時の商標申請の重要性を示唆しており，Lybbert et al.（2014）の分析結果とも整合的である．
Dernis et al.（2015）及び Nakamura（2014）が指摘しているように，特許登録と商標登録の
補完的効果についても確認できたことになる．つまり，企業の輸出及び海外進出時のブラン
ド戦略又は知的財産保護戦略において特許と商標の同時利用が高まっている可能性を示唆し
ており，マドリッド協定議定書はこの企業の戦略を後押ししている可能性が確認できた．し
かし，海外直接投資の係数に関しては統計的に有意ではなく，研究開発投資額の係数に関し
ては負であった．上記の結果の頑健性を確認するために，次に産業を製造業とサービス産業
に分けて実証分析を行う． 

 表 6及び表 7はそれぞれ製造業とサービス産業を対象にした実証分析の結果をまとめたも
のである．分析結果の違いは主に 2 点ある．1 点目は，産業によってマドリッド協定議定書
が国際的商標申請に与える影響が異なる可能性である．製造業を対象とした分析ではマドリ
ッド協定議定書の係数は正であり統計的に有意であったのに対し，サービス産業を対象にし
た分析結果においてはマドリッド協定議定書の係数は統計的に有意ではなかった．マドリッ
ド協定議定書の影響が産業によって異なる理由については次項で確認する． 

 2 点目は，海外直接投資の係数についての違いである．製造業を対象にした分析において
は海外直接投資の係数は統計的に有意ではなかった，つまり国際的商標申請数を説明する要
因として海外直接投資は説明力を持たないことを意味する．一方で，サービス産業を対象と 
 

表 5  実証分析の結果（全産業） 

 
注記：国際商標申請数，国際特許申請数，輸出金額，海外直接投資金額，研究開発費は前期と
のラグを採用している．括弧内はロバスト標準誤差を意味する．**，*，†はそれぞれ 1%，5%，
10％の有意水準であることを意味する． 
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表 6   実証分析の結果（製造業） 

 
注記：国際商標申請数，国際特許申請数，輸出金額，海外直接投資金額，研究開発費は前期と
のラグを採用している．括弧内はロバスト標準誤差を意味する．**，*，†はそれぞれ 1%，5%，
10％の有意水準であることを意味する． 
 

表 7   実証分析の結果（サービス産業） 

 
注記：国際商標申請数，国際特許申請数，輸出金額，海外直接投資金額，研究開発費は前期と
のラグを採用している．括弧内はロバスト標準誤差を意味する．**，*，†はそれぞれ 1%，5%，
10％の有意水準であることを意味する． 
 
した分析結果においては海外直接投資額の係数は正であり統計的に有意であった．この結果
は，主に製造業とサービス産業の海外進出モードの違いによって説明できる．サービス産業
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においては，製造業と比較して輸出よりも海外直接投資を介して海外進出を達成するという
傾向がある．例えば，海外直接投資を通じて外国にてレストランをオープンさせることを 

想定する．その場合，店のロゴや名前と日本から輸入する加工品や材料のロゴや名前のどち
らを重要視するだろうか．一般的に，加工品や材料はすぐにシェフによって調理され，レス
トランの料理として提供されるため，企業は現地レストランの名前やロゴを知的財産として
保護する戦略を考えるだろう．一方で，製造品を最終消費財として輸出する場合は，当該財
が市場で取引されるため容易にブランド名やロゴが模倣されてしまう可能性がある 11．その
ため，特許や商標によって輸出財のブランド名やロゴを保護するインセンティブが働くこと
になる． 
 
(3) マドリッド協定議定書加盟の効果 
 実証分析の結果から，マドリッド協定議定書が加盟国の国際的商法申請に与える影響を確
認することができた．全産業における分析結果では，マドリッド協定議定書に加盟すること
で当該年の国際的商標申請に正の影響を与える可能性が示唆された．そして，産業別に確認
すると，製造業においてマドリッド協定議定書加盟の正の効果が確認できた．マドリッド協
定議定書加盟の効果が産業によって異なる理由の 1つとして，新規加盟国の特徴が考えられ
る．マドリッド協定議定書の新規加盟国は主にOECD非加盟国であり，加盟国と比較して相
対的に発展途上国である．この事実は表 1からも確認できる．そして，発展段階を考慮する
と，発展途上国においては相対的に製造業が主要産業となっており，主に製造業を対象とし
た戦略がとられている可能性が高い．しかし，この点に関しては追加的な分析及び議論が必
要となる． 

 これらのことから，政策的含意として，企業の海外進出において知的財産権保護が重要で
あり，マドリッド協定議定書に加盟することで申請費用削減が達成される可能性が確認でき
たため，さらなる加盟国増加が必要と考える．しかし，本分析は以下の点において課題を抱
えている． 

 1 点目に，本分析は産業レベルの変数を使用しているため，企業の行動に関して言及する
には限界がある．そのため，企業レベルのデータを使用した実証分析を行う必要がある．2

点目に，NICE 分類は 4 桁まで存在し，より詳細な分類を使用しない限りは製品レベルでの
議論が困難となる．そのため，今後の研究ではより詳細な分類を対象とした対照表の作成が
望まれる． 
 
第 4節 小括 
 本章では，マドリッド協定議定書加盟の国際商標申請数に与える効果を 2004-2013 年にお
ける産業レベルデータを使用することにより明らかにした．近年，企業のブランド戦略にお
いて特許と商標の同時申請は非常に重要な戦略の 1つであり，海外進出の際にも必要不可欠

                                                      
11 輸出変数に関して，サービス産業における輸出はサービス貿易ではなく，サービスに関連する
産業における輸出である． 
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な要素となっている．加えて，特定の産業や業種に関してはよりこれらの知的財産権保護戦
略が重要となる． 

 本研究は DID分析の結果から，以下の 3点を明らかにした．1点目に，マドリッド協定議
定書に加盟することで，新規加盟国にとっては申請費用が削減され，結果として国際商標申
請数が増加した可能性を明らかにした．この結果は本研究の仮説と整合的であり，企業の海
外進出に対しても大きな影響を与えると考える．2 点目に，この効果は特に製造業において
大きく，サービス産業に関しては効果が限定的である可能性が示唆された．最後に，知的財
産権保護戦略において，特許と商標の同時利用が活発的に行われている可能性を，間接的で
はあるが示した．この結果は Dernis et al. (2015)の結果とも整合的であり，企業のブランド戦
略において知的財産権をいかに保護するかという問題は重要であることが改めて確認された．
さらに，輸出や海外直接投資を行う際に特許及び商標のどちらの申請も必要となるため，マ
ドリッド協定議定書は輸出の固定費用削減の効果をも持つ可能性がある． 

 政策的含意として，国際的な商標申請をより行いやすくすることで輸出の固定費用が削減
されると考えた場合，より多くの国がマドリッド協定議定書に加盟することが望まれる．特
に，産業構造，貿易構造から考えた場合，本分析の結果は製造業においてより重要である可
能性が高いため，マドリッド協定議定書加盟はOECD非加盟国により大きな影響を与えると
考える． 

 最後に，本分析の課題として，以下の 2 点が挙げられる．1 点目は分析の対象である．現
実の主体は企業であるため，今後は企業レベルデータを使用した実証分析を行う必要がある．
2 点目に，本分析は NICE2 桁分類を採用しているが，NICE 分類はより詳細な 4 桁分類まで
存在するため，今後はより詳細な対照表を作成する必要がある． 
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むすびに 
 本論文は，まず非関税措置削減が輸出に与える影響を理論的に整理し，理論的に，非関税
措置は貿易を阻害する要因であり，非関税措置削減は輸出を促進させることを明らかにした．
さらに，自由貿易の利益について説明し，新たな財の入手，効率的な生産，産業の効率化等
の恩恵があることを確認した．そして，非関税措置の議論において，発生の段階が重要であ
り，輸出前に発生する非関税措置の削減が重要であることを明らかにした．日本においては，
非関税措置の大部分は TBT 関連であり，それらの非関税措置が輸出開始確率と停止確率に
影響を与えており，他国にとって輸出開始確率を低下させるものであるが，一度大きな固定
費用を支払った企業は輸出継続期間が長くなることを明らかにした．しかし，既存の指標で
は捉えきれない非関税措置の効果があるため，相対的指標に注目し非関税措置が国際貿易に
与える影響に関する実証分析を通じて，国際的制度の調和が非関税措置削減を通じて貿易を
促進させる可能性を明らかにした．そして，その実証分析によって明らかにされた日本を中
心とした通商政策に対して今後の課題と政策的含意を導き出してきた．最後に，本論文が明
らかにした点と今後の課題についてまとめる． 
 
(1) 本論文の研究結果 
 本論文は，先行研究の問題点を改善するため，各国における国内規格と国際規格の同等性，
知的財産権の保護，技術移転に関する国際ルールの整備といった観点から非関税措置の（広
義の）貿易に与える影響を定量的に明らかにした． 

 まず，国内規格と国際規格の同等性についてである．輸出企業は生産段階において輸出先
国の規制を遵守するために製品開発を行う．つまり，国内規格と国際規格が同等であった場
合はこれらの費用は存在しなく，非関税措置とはならない．これらの現象を指標化するため
に，両地域における国内規格と国際規格の同等性について規格データを採用することにより
明らかにした．さらに，当該指標を使用した PPML分析を行うことで，貿易が行われていな
いケースを含めた分析を行うことが可能となった．実証分析の結果から，両地域において国
内規格と国際規格が調和されるほど非関税措置が削減され貿易が促進される可能性が導出さ
れた．さらに，これらの結果は日本の輸出にとってより重要である可能性も示唆され，日本
にとって重要な政策課題であることを明らかにした． 

 次に，知的財産権保護の水準についてである．輸出企業にとって知的財産保護戦略は輸出
前の段階で行うものであり，相手国の知的財産権保護水準によって戦略を変更する必要があ
る．日本を輸出国とすることで，相手国の知的財産権保護水準が異なることは非関税措置と
なることを検証した．実証分析では，操作変数法を採用することで内生性の問題を解消し，
分析結果に偏りが生じることを回避した．輸出国，つまり日本にとって相手国の知的財産権
保護の水準が自国の水準と異なることは非関税措置になり得ることを実証分析によって明ら
かにした．また，途上国にとっても高度な技術が含まれた財を輸入することは自国で生産及
び輸出する財の高付加価値化・高度化にとって重要であるため，全ての国にとって意義があ
ることを示せたと言える． 
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 最後に，マドリッド協定議定書加盟が国際的商標申請に与える影響を実証的に分析するこ
とで，間接的にではあるが非関税措置削減のための政策的評価を行った．企業にとって商標
登録により知的財産を保護する戦略は重要であり，輸出企業にとってこれらの費用削減は非
関税措置削減と同等となり得る．実証分析では，より正確な政策評価を行うために DID 方
程式を採用した．本手法により，国際的商標申請に影響を与える他の変数を考慮した上で，
純粋にマドリッド協定議定書加盟が国際的商標申請数に与える影響を導出できた．分析結果
において，マドリッド協定議定書へ新規に加盟した国の国際商標申請数は増加しており，輸
出の固定費用を削減している可能性を指摘することができたと言える． 

 次に，本論文の研究意義と政策的インプリケーションについて述べる． 
 
(2)    本論文の研究意義と政策的インプリケーション 
 まず，日本と EUにおける TBT削減の効果についてである．基本的に，日本における非関
税措置は TBT が中心であり，その存在は他国からの輸出開始確率を低下させており，EUに
対しては両地域の TBT を削減することで輸出が増加することを実証的に示した．つまり，
WTO 全体では依然として解決できていない TBT の問題であるが，二国間及び多国間協定に
おいて議論を進める必要性を導き出している．一方の国において TBT の問題を解決したと
しても，相手国が当該問題を解決していない場合は効果が無いため，貿易協定の中にこれら
の議論を含める必要があると言える．さらに，特に TBT の問題が深刻である産業を対象に
政策的議論を進める必要がある．また，日本と EU の EPA においては TBT に関する特別委
員会が設置されており，WTO を補完するという前提で，他の協定においてもこのような取
り組みが今後必要になることを提示できたと言える． 

 次に，知的財産権保護の水準が，特に高度な技術が体化された財の輸出にとって重要とな
る点である．特定の産業において，日本から輸出を行う時，相手国の知的財産権保護の水準
が相対的に低い場合に追加的な戦略が必要となるため輸出を減少させることが実証的に示さ
れた．この TRIPS 協定の問題に関しても，WTO を基礎とした取組のみでは限界があり，今
後は WTO を補完することを前提に二国間及び多国間協定において議論する必要がある．近
年では貿易協定に知的財産権の条項を含めるケースが増加しており，貿易に特化した議論を
進める体制が整いつつある．TBT の議論と同様に，特に TRIPS 協定関連の議論が重要であ
る産業において協議を進める必要がある． 

 そして，輸出に関する固定費用削減の対策として，マドリッド協定議定書が重要な役割を
担っている点である．マドリッド協定議定書に加盟することで，国際的に制度が統一され，
国際的商標申請に要する費用が低減する．結果として，マドリッド協定議定書に加盟した国
において国際的商標申請数は増加したため，間接的ではあるが輸出の固定費用の削減にもつ
ながっている可能性が実証的に示された．現在まで，多くの FTA 及び EPA が発効されてい
るが，貿易を促進させる要素を含む一方で，協定ごとにルールが異なることから企業にとっ
ては結果的に FTA や EPA を通じた輸出の方が非効率になるケースがある．このような現象
はスバゲティボウル現象と呼ばれるが，本論文の結果から，迅速な協定締結も必要であるが，
他の協定との調和についても考慮する必要性が導出された． 
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 このように，本論文では，まず新たな指標を開発することで，非関税措置が貿易に与える
負の影響を実証的に明らかにしたことは意義があると言えよう．そして，国際的制度の調和
と非関税措置削減の関係を示し，それを実証的に示すことで，主に先進国が直面する課題を
明らかにでき，国際経済及び通商政策の一助になったと言えるのではないであろうか． 
 
(3) 本論文における残された課題 
 まず測定誤差の問題を完全には解決できていない．国内規格と国際規格の調和に関して，
実証分析では強制規格の要素を含んでおらず，結果に偏りが出ている可能性がある．さらに，
知的財産権保護の水準に関しても，アンケートベースの指標を採用しているため，法律文書
や機械学習などの手法を採用することで客観的な指標を開発する必要がある． 

 次に，分析対象の問題である．今回は日本を中心とした分析となっており，主に先進国を
対象とした議論となっている．しかし，TBT や TRIPS 協定の分野において今後問題となる
のは途上国であり，途上国を中心とした分析も必要となる．そのためには，途上国における
データ整備が必要不可欠であるため，今後の各国の対応に期待する．また，実際に輸出を行
っている企業を対象とした実証分析も必要となるため，今後の分析を期待する． 

 そして，非関税措置における他の項目に関して，より多くの項目を実証分析に含める必要
がある．今回は主に TBT 及び TRIPS 協定に関する非関税措置を対象としたが，SPS の問題
や，輸出禁止などの輸出国側における非関税措置に関しても追加的な分析が必要となる． 

 最後に，保護主義の台頭や予測不可能な危機が発生した状況における非関税措置の位置付
けについての議論も必要であり，今後のさらなる研究を期待する． 
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